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情報化施工技術の活用ガイドライン 実施編 

 

第１ 総則 

１ 基本的な考え方 

 情報化施工技術は、情報通信技術（ＩＣＴ）を工事の測量、施工、出来形管理等に活用す

ることにより、従来の施工技術と比べ高い生産性と施工品質の実現が期待される施工システ

ムであり、国営土地改良事業等の工事において積極的な活用を図るものとする。 

情報化施工技術の活用ガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）は、国営土地改良

事業等における工事を「情報化施工技術活用工事」として発注・実施する場合の考え方につ

いて整理したものである。 

 

２ 情報化施工技術活用工事の概要 

 国営土地改良事業等における情報化施工技術活用工事とは、以下に示す施工プロセスの全

て又は一部の情報化施工技術の活用について、受発注者間で事前に合意した上で実際に取り

組み、情報化施工技術の活用に必要となる費用を本ガイドラインに規定する積算方法により

計上する工事である。 

（１）３次元起工測量 

（２）３次元設計データ作成 

（３）ＩＣＴ建設機械による施工 

（４）３次元出来形管理等の施工管理 

（５）３次元データの納品 
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第２ 情報化施工技術の種類と適用範囲 

   情報化施工技術活用工事において対象とする情報化施工技術は、以下のとおりである。 

 

１ ３次元起工測量 

（１）適用技術 

起工測量において、３次元計測データを取得するため、以下のアからクまでの技術を活

用して測量を行う。 

 

ア 空中写真測量（無人航空機）（以下「ＵＡＶ空中写真測量」という。） 

イ 地上型レーザースキャナー（以下「ＴＬＳ」という。） 

ウ ＴＳ等光波方式 

エ ＴＳ（ノンプリズム方式） 

オ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

カ 無人航空機搭載型レーザースキャナー（以下「ＵＡＶレーザー」という。） 

キ 地上移動体搭載型レーザースキャナー（以下「地上移動体搭載型ＬＳ」という。） 

ク モバイル端末 

  

図１ ３次元計測データのイメージ 

 

（２）適用範囲 

３次元起工測量の適用工種及び適用技術は、表１のとおりとする。起工測量を実施する範

囲の一部で３次元起工測量を行う場合は、３起工測量の作業効率等を考慮し、３次元起工測

量の実施範囲を決定する。なお、障害物等により、全範囲での出来形管理が困難な場合は、

実施可能な範囲のみを対象とする。 

 

表１ ３次元起工測量の適用工種及び適用技術 

適用工種 適用技術 

土工 
ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＴＳ等光波方式、ＴＳ（ノンプリズム方

式）、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＵＡＶレーザー、地上移動体搭載型ＬＳ 

ほ場整備工 
ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＴＳ等光波方式、ＴＳ（ノンプリズム方

式）、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＵＡＶレーザー、地上移動体搭載型ＬＳ 

舗装工 ＴＬＳ、ＴＳ等光波方式、地上移動体搭載型ＬＳ 

暗渠排水工 
ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＵＡＶレーザー、地上移動体搭載型ＬＳ

（※１） 

 

３次元起工測量で取得した点群データ 点群データから作成した面データ 
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ため池改修工 
ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＴＳ等光波方式、ＴＳ（ノンプリズム方

式）、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＵＡＶレーザー、地上移動体搭載型ＬＳ 

地盤改良工 

（※２） 

ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＴＳ等光波方式、ＴＳ（ノンプリズム方

式）、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＵＡＶレーザー、地上移動体搭載型ＬＳ 

法面保護工 

（※２） 

ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＴＳ等光波方式、ＴＳ（ノンプリズム方

式）、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＵＡＶレーザー、地上移動体搭載型ＬＳ 

小規模土工 

（※３） 

ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＴＳ等光波方式、ＴＳ（ノンプリズム方

式）、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＵＡＶレーザー、地上移動体搭載型ＬＳ、モバ

イル端末 

※１ 暗渠排水工の設計図面上においては、設計標高が記載されておらずほ場全面の測量を

行う必要があるため、ＵＡＶ空中写真測量を用いることを基本とする。 

※２ 関連施工で作成した起工測量データ及び施工用データを活用できる。 

※３ 床掘等の作業土工のみを実施する場合は従来手法による起工測量を原則とするが、３

次元測量データを取得するために、３次元起工測量を実施してもよいものとする。 

 

２ ３次元設計データ作成 

３次元起工測量で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データ（２次元）を用

いて、３次元設計データを作成する（図２）。 

なお、地盤改良工における３次元設計データとは、地盤改良設計データのことをいう。 

図２ ３次元設計データ作成のイメージ 

 

３ ＩＣＴ建設機械による施工 

（１）適用技術 

３次元設計データを用いて、ア又はイにより施工を行う。 

 

ア マシンコントロール（以下「ＭＣ」という。）技術 

 

 

点群データから作成した面データ 

３次元設計データ 

発注図データから３次元化したデータ 
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自動追尾型ＴＳ、衛星測位システム（以下「ＧＮＳＳ」という。）等の位置測定装置を

用いて建設機械の位置情報を計測し、施工箇所の設計データとバケット・排土板等の刃

先の位置との差分に基づき、建設機械の操作を自動制御する施工技術である。 

 

イ マシンガイダンス（以下「ＭＧ」という。）技術 

自動追尾型ＴＳ、ＧＮＳＳ等の位置測定装置を用いて建設機械の位置情報を計測し、

施工箇所の設計データとバケット・排土板等の刃先の位置との差分をオペレータに案内

し、施工を補助する施工技術である。 

図３ ＩＣＴ建設機械の構成イメージ 

 

（２）適用範囲 

ＩＣＴ建設機械施工技術の適用工種、適用技術及び施工規模は、表２のとおりとする。 

なお、土工における「１件の工事における扱い土量の合計」とは、該当する施工箇所に

おけるＩＣＴ建機による施工分と通常建機による施工分を合計した扱い土量をその箇所の

扱い土量とし、これを合計したものである。また、小規模土工における、「１か所当たり施

工土量」の「１か所当たり」とは目的物（構造物・掘削等）１か所当たりのことであり、

目的物が連続している場合は、連続している区間を１か所とする。以下、小規模土工にお

ける「１か所当たり」は同様とする。また、施工規模の判断は公告時点とし、契約変更時

点で数量変更が生じた場合、受発注者間で協議することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＧバックホウ（操作室内） バックホウ操作室内のガイダンス画面

ＭＣブルドーザ

GNSSアンテナ→

ＧＮＳＳ基準局

ガイダンス画面（拡大）
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表２ ＩＣＴ建設機械施工技術の適用工種、適用技術及び施工規模 

適用工種 適用技術 施工規模 

土工 

・掘削 

・床掘 

・盛土 

・法面整形 

・３次元ＭＧ/ＭＣバックホウ

による３次元施工 

・３次元ＭＧ/ＭＣバックホウ

による２次元施工 

・２次元ＭＧ/ＭＣバックホウ

による２次元施工 

・３次元ＭＧ/ＭＣブルドーザ

による３次元施工 

１件の工事における

扱い土量の合計が

1,000ｍ3以上 

ほ場整備工 

・表土扱い 

・基盤造成 

・表土整地 

・３次元ＭＧ/ＭＣバックホウ

による３次元施工 

・３次元ＭＧ/ＭＣバックホウ

による２次元施工 

・２次元ＭＧ/ＭＣバックホウ

による２次元施工 

・３次元ＭＧ/ＭＣブルドーザ

による３次元施工 

１件の工事における

施工面積が 1.0ha 以

上 

舗装工 

・不陸整正 

・下層路盤 

・上層路盤 

・３次元ＭＣモータグレーダ

による３次元施工 

１件の工事における

施工面積が 3,000ｍ2

以上 

暗渠排水工 
・掘削 

・床掘 

・３次元ＭＧ/ＭＣバックホウ

による３次元施工 

・３次元ＭＧ/ＭＣバックホウ

による２次元施工 

施工延長の合計が

1.1km 以上 

地盤改良工 

（※１） 

・表層安定処理等 

（路床安定処理工、

表層安定処理工） 

・固結工 

（中層混合処理） 

・３次元ＭＧ/ＭＣ建設機械

（ベースマシン：バックホ

ウ）による３次元施工 

・３次元ＭＧ地盤改良機（ベ

ースマシン：バックホウ）

による３次元施工 

制限なし 

・固結工 

（スラリー攪拌工） 

・３次元ＭＧ地盤改良機（ベ

ースマシン：バックホウ）

による３次元施工 

小規模土工 

（※２） 

・掘削 

・法面整形 

・３次元ＭＧ/ＭＣバックホウ

による３次元施工 

１か所当たり施工土 

量が 1,000ｍ3未満 

・床掘 
平均施工幅１ｍ以上

２ｍ未満 

・掘削（小規模） 
１か所当たり施工 

土量が 100ｍ3以下  

・床掘（小規模） 平均施工幅１ｍ未満 

  ※１ 表層安定処理等とは、バックホウに撹拌装置を取り付けた地盤混合処理機を用いて改

良材と原位置土を強制的に機械撹拌する工法で、改良深度はおおむね２ｍ以浅、改良形

式は全面改良・陸上施工のことを指す。また、固結工（中層混合処理）は、バックホウ

に撹拌装置を取り付けた地盤混合処理機を用いて改良材と原位置土を強制的に機械撹拌

混合する工法で、改良深度がおおむね２～13ｍ、改良形式が全面改良・格子状改良・柱

状改良等の陸上施工のことを指す。固結工（スラリー攪拌工）とは、地盤中にセメント

又はセメント系固化材をスラリー状で圧送し、撹拌翼で原地盤と撹拌・混合することに
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より均一な改良体（コラム）を造成する工法である。適用工種及び工法の詳細は、表３

のとおりである。なお、改良材の種類が表３に示す改良材とは異なる工法であっても、

本ガイドラインで求める機能をＩＣＴ地盤改良機械が有しており、精度確認試験の結果、

精度が管理値を満たす場合は、本ガイドラインを適用できるものとする。 

※２ 小規模土工の施工規模は一工事の中の施工箇所ごとに判断するものとする。 

 

表３ 適用工種及び工法の詳細（地盤改良工） 

適用工種 工法 施工方法 改良材 改良深度 

表層安定処

理等 

バックホウをベー

スマシンとし、施

工履歴データで改

良範囲を記録。 

改良材を必要量均等に散布

し、撹拌装置を用いて所定

の改良深度まで掘削し、改

良材と原地盤の撹拌混合を

行う。 

粉体等 
最大 

２ｍ程度 

固結工 

（中層混合

処理） 

トレンチャ式混

合。バックホウを

ベースマシンと

し、施工履歴デー

タで改良範囲を記

録。 

改良材を吐出しながらトレ

ンチャ式撹拌装置を鉛直方

向に回転させ、撹拌装置を

所定の深度まで貫入させ

る。その状態で撹拌装置を

平面方向に動かし全面を改

良する。 

粉体 

スラリー 

最大 

13ｍ程度 

ロータリ―式混

合。バックホウを

ベースマシンと

し、施工履歴デー

タで改良範囲を記

録。 

改良材を吐出しながら撹拌

翼を縦方向又は横方向に回

転させ、撹拌装置を所定の

深度まで貫入させた後引き

抜く。この操作を繰り返し

て全面を改良する。 

スラリー 
最大 

13ｍ程度 

固結工 

（スラリー

攪拌工） 

施工履歴データで

杭芯位置・改良深

度等を記録。 

地盤中に改良材をスラリー

状で圧送し、撹拌翼で撹

拌・混合する。 

セメント

等のスラ

リー 

最大 

40ｍ程度 

 

４ ３次元出来形管理等の施工管理 

（１）適用技術 

以下のアからケまでの技術を活用して、出来形管理を行う。これらの技術を活用する

ことにより、従来の巻尺・レベルによる幅・長さ・高さ等の計測が不要となる。また、

情報が全て電子データであるため、ソフトウェアを用いて計測から出来形帳票をデータ

を手入力することなく自動的に作成することが可能となり、帳票作成作業が効率化し、

転記ミスを防止することができる。 

なお、作業の効率化が図られる場合は、日々の出来形把握、出来高把握等の自主管理

等に活用することを妨げない。出来形測定の流れを図４～図７に示す。 
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図４ 出来形管理技術（ＵＡＶ空中写真測量）の出来形管理データの流れ 

 

 

図５ 出来形管理技術（ＵＡＶレーザー）の出来形管理データの流れ 
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図６ 出来形管理技術（その他の計測機器）の出来形管理データの流れ 
 

 

図７ 出来形管理技術（出来形管理用ＴＳ等）の出来形管理データの流れ 

 

ア 出来形管理用ＴＳ等光波方式 

施工管理データ（基本設計データ及び出来形測定データ）を搭載した出来形管理用の

トータルステーション（以下「出来形管理用ＴＳ」という。）を用いて、３次元座標値に

よる出来形測定、基本設計データと出来形測定結果との差の算出及び出来形管理帳票の

作成を行う３次元出来形管理技術である。出来形管理用ＴＳには、データコレクタやソ

フトウェア一式が含まれる。 

また、出来形管理用ＴＳのほかに、望遠鏡を搭載しないなどの光波方式による計測機

器を含めたものについても、同等の機能や精度を確認すれば本技術に用いる計測機器と

して現場での出来形計測と同時に出来形の良否判定等に使うことができる。出来形管理

用ＴＳ及びその他の本技術で用いる計測機器を総称して出来形管理用ＴＳ等光波方式と

し、出来形管理機能のないＴＳを利用するだけではＴＳ等光波方式出来形管理技術には

該当しない。本技術は、プリズムを用いた測定器具を使用するものとし、ノンプリズム

方式は別項で定める。 

ＴＳ等光波方式による出来形計測（面管理）は、被計測対象の地形をおおむね等間隔

に取得した出来形計測点群（３次元座標値）から、３次元ＣＡＤや同様のソフトウェア

を用いて、出来形を面的に把握し出来高数量等を容易に算出することが可能となる。従

来の出来形測定及び出来形管理用ＴＳ等光波方式を用いた出来形測定の流れは、図８及

び図９に示すとおりである。 
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イ ＴＳ（ノンプリズム方式） 

ターゲットとなるプリズムを利用せず、被計測対象にレーザー光を照射し、反射して

きたレーザー光を利用して測距するＴＳを用いて３次元の形状を取得することにより、

出来形や数量を面的に把握し、３次元設計データと出来形測定結果との差の算出及び出

 
図８ 従来の出来形測定 

 
 

 

図９ ＴＳ等光波方式出来形管理（断面管理による出来形管理機器の構成例） 
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№2

幅
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№3

№2

(1)各点の幅・法長を巻尺で計測 (2)各点●の標高をレベルで計測

(3)データの整理・出来形帳票・管図等の作成

発注図面

幅

№1

№3

№2
ﾌﾟﾘｽﾞﾑ

高
さ

　＜ ＞　
W

設計 1.370 m

測定 1.382 m

差 12 ㎜

規格値

30 ㎜

計測中

出来形計測　★　管理記録

▼ ▼ ▼

することにより、
をその場で自動計算

出来形管理資料作成

出来形帳票作成
ソフトウェアデータ

取り込み
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来形管理帳票の作成を行う３次元出来形管理技術であり、計測した出来形計測点の３次

元座標値から地形の形状を取得することが可能である。 

 

ウ ＵＡＶ空中写真測量 

無人航空機（ＵＡＶ）を用いて、被計測対象の地形の空中写真を撮影し、空中写真測

量による３次元の形状の取得を行うことにより、出来形や数量を面的に把握し、３次元

設計データと出来形測定結果との差の算出及び出来形管理帳票の作成を行う３次元出来

形管理技術であり、詳細な地形や出来形の形状取得が可能である。ただし、本技術は、

計測対象点を指定した計測ができないこと、強風、降雨等の天候によっては飛行撮影が

できないこと、写真撮影後のソフトウェア上でのデータ処理が必要であることに留意す

る必要がある。 

 

エ ＴＬＳ 

ＴＬＳを用いて、被計測対象の３次元形状の取得を行うことにより、出来形や数量を

面的に把握し、３次元設計データと出来形測定結果との差の算出及び出来形管理帳票の

作成を行う３次元出来形管理技術である。ただし、本技術は、計測対象点を指定した計

測ができないこと、計測間隔が均一でないこと、ソフトウェアを用いた大量の計測点群

データの処理が必要であることに留意が必要である。 

 

オ ＵＡＶレーザー 

ＵＡＶレーザーを用いて、被計測対象の３次元形状の取得を行うことにより、出来形

や数量を面的に把握し、３次元設計データと出来形測定結果との差の算出及び出来形管

理帳票の作成を行うことができる３次元出来形管理技術であり、詳細な地形や出来形の

形状取得が可能となる。ただし、本技術は、計測対象点を指定した計測ができないこと、

強風、降雨等の天候によっては飛行計測ができないこと、計測後のソフトウェア上での

データ処理が必要であることに留意が必要である。 

 

カ 地上移動体搭載型ＬＳ 

地上移動体搭載型ＬＳを用いて、被計測対象の３次元形状の取得を行うことにより、

出来形や数量を面的に把握し、３次元設計データと出来形測定結果との差の算出及び出

来形管理帳票の作成を行うことができる３次元出来形管理技術であり、詳細な地形や出

来形の形状取得が可能となる。ただし、本技術は、計測対象点を指定した計測ができな

いこと、計測間隔が均一でないこと、ソフトウェアを用いた大量の計測点群データの処

理が必要であることに留意が必要である。 

 

キ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

測位衛星から発信される搬送波を受信する計測手法で、既知点と観測点にＧＮＳＳ測

量機を設置し、既知点から観測点への基線ベクトルを解析し、リアルタイムに移動局の

３次元の形状を取得することにより出来形や数量を面的に把握し、３次元設計データ又

は基本設計データと出来形測定結果との差の算出及び出来形管理帳票の作成を行うこと
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ができる３次元出来形管理技術であり、計測した出来形計測点の３次元座標値から地形

の形状を取得することが可能である。 

 

ク 施工履歴データ 

ＩＣＴ建設機械から取得した施工履歴データを用いて、被計測対象の３次元形状の取

得を行うことにより、出来形や数量を面的に把握し、３次元設計データと出来形測定結

果との差の算出及び出来形管理帳票の作成を行うことができる３次元出来形管理技術で

あり、面的な出来形の形状取得が可能となる。 

 

ケ モバイル端末 

モバイル端末に搭載されているＬｉＤＡＲやカメラなどのセンサーを活用し、計測対

象の３次元形状の取得を行うことにより、出来形や数量を面的に把握し、基本設計デー

タ又は３次元設計データと出来形測定結果との差の算出及び出来形管理帳票の作成を行

う３次元出来形管理技術であり、面的な出来形の形状取得が可能となる。 

ただし、モバイル端末は、計測時に端末を上下方向に大きく傾ける動きによって端末

の位置情報に誤差が生じ、欠測が生じたり、計測精度が劣化することがあるため、高低

差がある場合の計測には適していない。また、法肩など異なる方向から複数回計測した

データを合成する場合には、ズレが生じる可能性があることにも留意が必要である。 

 

（２）適用範囲 

３次元出来形管理の適用工種、適用技術及び施工規模は、表４のとおりとする。なお、

施工規模の判断は公告時点とし、契約変更時点で数量変更が生じた場合、受発注者間で協

議すること。 

表４ ３次元出来形管理の適用工種、適用技術及び施工規模 

適用工種 適用技術 施工規模 

土工 

・掘削 

・盛土 

断面 

管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

・モバイル端末 

１件の工事におけ

る扱い土量の合計

が 1,000ｍ3以上 

面管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＴＳ（ノンプリズム方

式） 

・ＵＡＶ空中写真測量 

・ＴＬＳ 

・ＵＡＶレーザー 

・地上移動体搭載型ＬＳ 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

・施工履歴データ 

・栗石基礎 

・砕石基礎 

・砂基礎 

・均しコンクリート 

・管体基礎工 

（砂基礎等） 

断面 

管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

ほ場 ・基盤造成 断面 ・ＴＳ等光波方式 
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整備工 ・表土整地 管理 ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

１件の工事におけ

る 施 工 面 積 が

1.0ha 以上 

面管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＴＳ（ノンプリズム方

式） 

・ＵＡＶ空中写真測量 

・ＴＬＳ 

・ＵＡＶレーザー 

・地上移動体搭載型ＬＳ 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

・施工履歴データ 

・畦畔復旧 面管理 ・ＵＡＶ空中写真測量 

・道路工（砂利道） 面管理 ・ＴＬＳ 

舗装工 

・下層路盤工 

・上層路盤工 

・コンクリート舗装工 

・アスファルト舗装工 

断面 

管理 
・ＴＳ等光波公式 

１件の工事におけ

る 施 工 面 積 が

3,000ｍ2以上 

面管理 
・ＴＬＳ 

・地上移動体搭載型ＬＳ 

・砂利舗装工 
断面 

管理 
・ＴＳ等光波公式 

水路工 

・現場打開水路 

・鉄筋コンクリート大

型フリューム 

・鉄筋コンクリートＬ

型水路 

断面 

管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＴＳ（ノンプリズム方

式） 

・ＴＬＳ 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

施工延長が 100ｍ

以上 

暗渠 

排水工 

・吸水渠 

・集水渠 

・導水渠 

（※１） 

断面 

管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

施工延長の合計が

1.1km 以上 

面管理 ・施工履歴データ 

ため池 

改修工 
・堤体工 

断面 

管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＵＡＶ空中写真測量 

・ＴＬＳ 

・ＵＡＶレーザー 

・地上移動体搭載型ＬＳ 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

・モバイル端末 
堤高 15ｍ未満の

堤体 

面管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＴＳ（ノンプリズム方

式） 

・ＵＡＶ空中写真測量 

・ＴＬＳ 

・ＵＡＶレーザー 

・地上移動体搭載型ＬＳ 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 



1-13 
 

地盤 

改良工 

・表層安定処理等 

（路床安定処理工、 

表層安定処理工） 

・固結工 

（中層混合処理） 

・固結工 

（スラリー攪拌工） 

面管理 ・施工履歴データ 制限なし 

法面 

保護工 

・ラス張 

・植生マット 

・植生シート 

・繊維ネット 

・張芝 

・人工張芝 

・種子散布 

・客土吹付 

・植生基材吹付 

・吹付枠 

断面 

管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＴＳ（ノンプリズム方

式） 

・ＵＡＶ空中写真測量 

・ＴＬＳ 

・ＵＡＶレーザー 

・地上移動体搭載型ＬＳ 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

制限なし 

付帯 

構造物工 

・コンクリートブロッ

ク積み 

・コンクリートブロッ

ク張り 

・石積（張）工 

・コンクリート側溝工 

・コンクリート管渠工 

断面 

管理 

・ＴＳ等光波方式 

・ＴＳ（ノンプリズム方

式） 

・ＴＬＳ 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

他工種の施工規模

と同様（単独では

なく他工種の関連

施工工種として実

施する） 

小規模土

工 （ ※

２ 、 ※

３） 

・掘削  

・盛土 

断面管

理 

・ＴＳ等光波方式  

・ＴＳ（ノンプリズム方

式） 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

・モバイル端末 

１か所当たり施工

土量が 1,000ｍ 3 

未満 

面管理 

・ＵＡＶ空中写真測量  

・ＴＬＳ  

・ＵＡＶレーザー  

・地上移動体搭載型ＬＳ  

・施工履歴データ  

・モバイル端末 

・栗石基礎  

・砕石基礎  

・砂基礎  

・均しコンクリート 

・管体基礎工 

（砂基礎等） 

断面管

理 

・ＴＳ等光波方式  

・ＴＳ（ノンプリズム方

式） 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

・掘削（小規模） 
断面管

理 

・ＴＳ等光波方式  

・ＴＳ（ノンプリズム方

式） 

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

・モバイル端末 

１か所当たり施工

土量が100ｍ3以下 

※１ 暗渠排水工に伴う基礎砕石と疎水材の出来形管理は含まない。 
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※２ 断面管理を標準的な管理手法とするが、施工現場の環境条件により面管理を選択して

もよい。 

※３ 小規模土工の施工規模は一工事の中の施工箇所ごとに判断するものとする。 

 

５ ３次元データの納品 

３次元起工測量、３次元設計データ作成及び３次元出来形管理等の施工管理により作成し

た３次元データを、工事完成図書として電子納品する。 
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第３ 適用可能な地形条件 

本ガイドラインにおける情報化施工技術で用いるＴＳ及びＧＮＳＳの適用条件は、以下の

とおりとする。 

 

１ ＴＳ 

ＴＳ（基準局）と測定箇所（出来形管理点）・建設機械（移動局）との間の視準を遮断する

既設構造物等の測定障害がないこと。 

なお、既設構造物等がある場合は、視準の遮断を回避できる適度な高低差のある基準局の

設置場所があること。 

 

２ ＧＮＳＳ 

衛星の捕捉が困難となる狭小部や山間部でない（上空が開けている）こと。また、衛星電

波の多重反射（マルチパス）の影響が著しい環境でない（構造物や法面が隣接していない）

こと。 
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第４ 施工計画書作成 

受注者は、施工計画書に次の事項を記載し、必要な資料を添付する。 

 

１ 適用工種、適用プロセス及び適用技術 

 情報化施工技術を活用する工種、プロセス及び技術を記載する。 

 

２ 適用区域 

３次元起工測量計測範囲、ＩＣＴ建設機械による施工範囲及び３次元出来形管理を行う範

囲を記載する。 

出来形管理を行う範囲については、一般平面図上に当該工事の施工範囲の外枠（黒太線）

を示し、面管理による出来形管理範囲（３次元計測範囲）と土木工事施工管理基準による出

来形管理範囲を塗り分ける。３次元計測範囲は、土木部分又は出来形管理を行うほ場面を周

囲に５ｍ程度広げた範囲を基本とし、施工エリア全体としてもよい。また、舗装工において

は、舗装工部分を包括する範囲とし、適用する舗装工の種別を記載する。 

 

３ 出来形計測箇所、測定項目、管理基準値・規格値、測定基準、撮影基準及び撮影箇所 

出来形計測を実施する出来形計測箇所を記載する。また、出来形管理基準及び出来形管理

写真基準を記載する。 

 

４ 使用機器及びソフトウェア 

３次元起工測量から３次元出来形管理までのプロセスごとに、使用機器の測定性能、機器

構成及び使用するソフトウェアを記載する。 

（１）建設機械に関する情報 

使用するシステムのメーカー名、型番、構成機器等を記載し、機能及び精度が確認でき

る資料（メーカーパンフレット等）を添付する。 

（２）出来形計測機器本体 

 出来形管理に利用する機器本体が出来形管理技術ごとに示す測定精度を有し、適正な精

度管理が行われていることを確認するために、「検定機関が発行する有効な検定証明書」、

「測量機器メーカ―等が発行する有効な校正証明書」又は「検査成績書」を添付する。 

（３）ソフトウェア 

使用するソフトウェアを記載する。カタログや仕様書の提出は不要である。 

 

５ その他必要な事項 

受注者は、活用する技術ごとに施工計画書に所要事項を記載する。 

（１）ＩＣＴ建設機械による施工 

自動追尾型ＴＳ又はＧＮＳＳを用いた効率的な施工を確保するため、現場内に利用可能

な工事基準点（３級基準点又は４級基準点）を複数設置する計画を記載する。 

（２）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

ア 使用機器 

（ア）ＵＡＶ 
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撮影計画を満足する揚重能力及び飛行時間を確保できる機体を使用し、無人航空機の

航行の安全確保のために、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」（平成27

年 11月 17日制定国空航空第 684号、国空機等第 923 号。以下「無人航空機の飛行に関

する許可・承認の審査要領」という。）の許可要件に準じた飛行マニュアルを添付資料

として提出する。また、ＵＡＶの保守点検は、１年に１回以上、製造元等による点検を

行うこととする。 

（イ）デジタルカメラ 

出来形管理用に利用するデジタルカメラ本体が、本ガイドライン（出来形管理編）に

規定する計測性能と同等以上の計測性能を有するとともに、必要に応じて製造メーカー

等による機能維持のための点検を実施する。 

イ 撮影計画 

以下の点に留意し、空中写真測量の撮影コース、重複度等を記載する。 

（ア）所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路及び飛行高度の算出結果を記

載する。なお、所定のラップ率については、進行方向のラップ率が最低 90％以上であ

ることを示す飛行計画、又は、飛行後に進行方向のラップ率を最低 80％以上確保する

ための確認方法のいずれかを記載する。また、隣接コースとのラップ率は 60％以上と

する。 

（イ）算出に使用するソフトウェアの名称を記載する。 

（ウ）標定点の概観及び設置位置並びに標定点位置の測定方法を示した設置計画を記載す

る。 

（エ）同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。 

（オ）撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれ

ぞれ最低１モデル（２枚の空中写真の組合せ）以上設定する。 

（カ）対地高度は、地上画素寸法（10mm/画素以内）を確保できることとし、使用するカ

メラの画素寸法及び焦点距離から求めるものとする。 

（キ）撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。また、カ

メラを計測対象の斜面（平均勾配としてもよい）に正対させて斜め撮影する場合の対

地高度は、被計測対象の法面法線方向との離隔とする。 

（ク）鉛直下方を撮影する場合は、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。 

（ケ）カメラを計測対象の斜面に正対させた斜め撮影の場合は、対地高度が所要の地上画

素寸法を超えない範囲を保つように計画する。 

（３）ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

ア 使用機器 

（ア）ＵＡＶ 

飛行計画を満足する揚重能力及び飛行時間を確保できる機体を使用し、無人航空機の

航行の安全確保のために、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の許可

要件に準じた飛行マニュアルを添付する。また、ＵＡＶの保守点検は、１年に１回以上、

製造元等による点検を行うこととする。 

（イ）レーザースキャナー 
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出来形管理用に利用するレーザースキャナー本体が、本ガイドライン（出来形管理編）

に規定する計測性能と同等以上の計測性能を有するとともに、必要に応じて製造メーカ

ー等による機能維持のための点検を実施する。 

イ 計測計画 

以下の点に留意し、飛行計画を作成する。 

（ア）「様式－５ ＵＡＶレーザー精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」に示

す手順により、所定の計測精度が確保できる飛行経路、飛行高度等の算出結果を記載

する。 

（イ）調整用基準点の概観及び設置位置並びに位置の測定方法を示した設置計画を記載

する。 

（ウ）計測区域を完全にカバーするように飛行コースを設定する。 

（４）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

ア 計測計画 

以下の点に留意し、計測計画を作成する。 

（ア）「様式－６ 地上移動体搭載型ＬＳ精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書

に示す手順により、所定の計測精度が確保できる計測経路を記載する。 

（イ）検証点の設置位置及び測定方法を示した設置計画を記載する。 

（ウ）標定点の概観及び設置位置並びに標定点位置の測定方法を示した設置計画を記載

する。 

（エ）計測区域を完全にカバーするように計測経路を設定する。 

（オ）地上移動体搭載型ＬＳと計測対象範囲の位置関係を事前に確認し、最も入射角が

低下する箇所で出来形計測密度以上の計測結果が得られる設定を行う。 

（５）施工履歴データ出来形管理技術 

ア 作業機位置の取得精度確認試験計画 

作業装置位置精度の確認と確保を目的とした作業装置位置の取得精度確認試験の計画

について記載する。 

（６）モバイル端末を用いた出来形管理技術 

ア 使用機器の精度確認試験  

モバイル端末を用いた計測技術は、モバイル端末に搭載されているセンサーを活用し、 

対象地形の３次元点群を得る技術である。モバイル端末を用いた出来形管理手法につい 

ては技術開発が日進月歩で進んでおり、要素技術の性能向上、システムを構成する機器 

の組合せも変化しているため、精度確認試験の実施計画について記載する。  

（ア）様式－13 モバイル端末等を用いた計測技術の精度確認試験実施手順書及び試験結

果報告書に示す手順により、精度確認試験を実施する。 

（イ）検証点による精度確認手法を用いる場合は、計測範囲内で性能低下が想定される

箇所（できるだけ離れた２か所以上）に検証点を設置する。 

（ウ）検証点による精度確認以外の精度確認手法を用いる場合は、事前精度確認試験を

12 か月以内に実施するとともに、計測ごとの精度確認を実施する。 
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第５ 工事基準点の設置 

受注者は、次により工事基準点を設置する。 

１ 施工及び出来形管理で利用する工事基準点は、設計図書に示す基準点又は監督職員から指

示を受けた基準点を使用して設置する。 

 

２ 工事基準点の設置に当たっては、「農林水産省農村振興局測量作業規程」（令和７年７月農

林水産省農村振興局整備部設計課。以下「農林水産省測量作業規程」という。）に基づいて実

施し、測量成果、設置状況及び配置箇所を監督職員に提出する。 

 

３ ＴＳ等光波方式の場合における工事基準点の設置時の留意点としては、出来形計測が効率

的に実施できる位置にＴＳが設置できるように、現場内に出来形管理に利用可能な工事基準

点を複数設置しておくことが望ましい。また、出来形計測精度の確保を目的に、出来形管理

用ＴＳ等光波方式から出来形計測点までに計測距離（斜距離）についての制限を、３級ＴＳ

は 100ｍ以内（２級ＴＳは 150ｍ以内）とする。 

  なお、舗装工事においては以下の点についても確認する。 

（１）上記３の範囲に、平面座標（Ｘ,Ｙ座標）が分かる工事基準点が２点以上あり、かつ高さ

（Ｚ座標）が分かる工事基準点が１点以上あること。 

（２）ＴＳと工事基準点間の視通を確保すること。 

（３）工事基準点及びＴＳの設置位置は施工の作業性を損なわない箇所とすること。 

（４）工事基準点の設置位置は、ＴＳによる器械設置時において、プリズムを設置する際に通

行車両に対する計測員の安全性が確保できる箇所とする。特に、中央分離帯に工事基準点

を設置する場合、工事基準点と車両通行レーンとの間に十分な離隔が保てるようにするこ

と。 

 

４ ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＵＡＶレーザー、地上移動体搭載型ＬＳ及びモバイル端末

を用いた出来形管理技術では、現場に設置された工事基準点を用いて３次元座標値への変換

を行う。このため、出来形の測定精度を確保することを目的として、現場内に４級基準点又

は３級水準点と同等以上の工事基準点を設置する。また、基準点の設置時の留意点として、

標定点や検証点、調整用基準点を効率的に計測できる位置にＴＳが設置できるように、工事

基準点を複数設置しておくことが望ましい。また、出来形計測精度の確保を目的に、標定点

等を計測する場合は基準点からＴＳまでの距離、標定点からＴＳまでの計測距離（斜距離）

についての精度を、３級ＴＳを利用する場合は 100ｍ以内（２級ＴＳは 150ｍ以内）とする。 

 

５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術における工事基準点の設置箇所は、出来形計測が効率的

に実施できる位置で、ＧＮＳＳ観測に適した条件（上空視界が開けていること。上空の遮蔽

物、ビル等による反射波（マルチパス）の影響を受けないこと。無線通信が障害物に阻害さ

れにくい高台や工区中央部等基準局のカバーエリアを十分利用できる箇所であること。）に留

意して決定する。なお、出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ測量機に一般的に搭載されている免

許不要の無線通信方式の場合、良好な無線通信距離のおおよその目安は通常で 500ｍ程度であ

ることから、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局とする工事基準点は現場内に複数設置しておくことが
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望ましい。ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳの移動局のみで測位する場合はこの限りではな

い。 

 

６ 施工履歴データ出来形管理技術では、現場に設置された工事基準点を用いて３次元座標値

への変換を行う。このため、出来形の測定精度を確保することを目的として、現場内に４級

基準点又は３級基準点と同等以上の工事基準点を設置する。 
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第６ 起工測量 

１ 断面管理の場合 

受注者は、設計図書に示されている数値と差異がないか出来形管理用ＴＳ、出来形管理用

ＲＴＫ－ＧＮＳＳ及びＴＳ（ノンプリズム方式）を用いて確認することができる。平面測量、

縦断測量及び横断測量を実施し、現況地形の３次元座標を出来形管理用ＴＳ、ＴＳ（ノンプ

リズム方式）で計測及び記録することができる。作業性を考慮して、工事基準点上及び後方

交会法により出来形管理用ＴＳを設置することができる。ただし、出来形管理用ＴＳと工事

基準点の距離については、測定精度確保の観点から 100ｍ以内（１級２級ＴＳを使用する場合

は 150ｍ以内）とし、後方交会法においては、２点の工事基準点の挟角は 30°～150°以内と

する。 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳで利用する基準局は、工事基準点上に設置する。任意の未

知点に設置する必要がある場合には、測量を実施して工事基準点とする。 

なお、出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式を用いた起工測量のその他の実施事項は、本ガ

イドライン（出来形管理編）共通事項 第３ １３を準用する。 

 

２ 面管理の場合 

受注者は、着工前の現況地形を把握するために、面的な地形測量が可能な３次元計測技術

を用いて、地形測量を実施する。なお、起工測量の実施事項は、本ガイドライン（出来形管

理編）共通事項 第３に記載する出来形管理の計測手順及び実施手順を準用するが、計測密

度、計測精度等については以下に記載する（１）～（３）のとおりとする。 

（１）起工測量の実施 

ア ＴＳ等光波方式 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上とし、国土地理院で規定が

ないＴＳ等光波方式を利用する場合には、計測精度は鉛直方向±10mm 以内、平面方向±

20mm 以内とする。 

 

イ ＴＳ（ノンプリズム方式） 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cmメッシュ）当たり１点以上とし、計測精度は±20mm以

内とする。 

 

ウ ＵＡＶ空中写真測量 

写真測量ソフトウェアから算出した３次元計測点群の密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッ

シュ）当たり１点以上とする。地上画素寸法は要求精度が 100mm を満足するよう設定する。 

なお、起工測量時のその他の実施事項については本ガイドライン（出来形管理編）共

通事項 第３ ６を準用するが、標定点及び検証点の設置・計測については当該規定に

よらなくてよく、精度確認については±100mm以内であればよい。 

エ ＴＬＳ 

（ア）舗装工以外の場合 

計測密度は0.25ｍ2（50cm×50cmメッシュ）当たり１点以上とし、計測精度は±100mm

以内とする。 
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なお、起工測量のその他の実施事項は本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第

３ ８を準用するが、標定点の設置及び計測については当該規定によらなくてもよい。 

（イ）舗装工の場合 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cmメッシュ）当たり１点以上とし、計測精度は 20mm以

内とする。なお、起工測量のその他の実施事項は本ガイドライン（出来形管理編）共通

事項 第３ ８を準用する。 

 

オ ＵＡＶレーザー 

計測密度は 1.00ｍ2（100cm×100cm メッシュ）当たり４点以上とする。また、使用する

ＧＮＳＳは２周波とし、鉛直方向・水平方向ともに±100mm 以内、重複コースごとの標高

値の較差の平均値±100mm以内の測定精度を確保するよう設定する。 

なお、起工測量時のその他の実施事項については本ガイドライン（出来形管理編）共

通事項 第３ １０を準用するが、調整用基準点及び検証点の設置・計測については当

該規定によらなくてもよく、精度確認については±100mm以内であればよい。 

 

カ 地上移動体搭載型ＬＳ 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上とし、計測精度は 100mm 以

内とする。 

なお、起工測量のその他の実施事項は本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第

３ １２を準用するが、検証点の設置及び計測については当該規定によらなくてもよく、

精度確認については±100mm以内であればよい。 

 

キ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上とし、計測精度は鉛直方向

±30mm 以内、平面方向±20mm以内とする。 

 

ク モバイル端末  

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上とし、計測精度は鉛直方

向・水平方向ともに±100mm 以内とする。 

 

（２）起工測量データ作成 

受注者は、（１）で計測した現況地形の計測点群データから不要な点を削除し、ＴＩＮで

表現される起工測量データを作成する。データ処理方法は、本ガイドライン（出来形管理

編）共通事項 第３に記載する「点群処理ソフトウェアによるデータ処理」の手順による

ものとする。 

 

（３）ＴＩＮの結合方法の変更 

受注者は、自動でＴＩＮを配置して作成した起工測量計測データが現場の地形と異なる

場合は、ＴＩＮの結合方法を手動で変更してもよい。また、点群座標が取得できなかった

場合には、平均断面法と同等の計算結果が得られるよう、横断形状が変化する箇所等にお
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ける点群座標、単点計測等の結果を用いて、ＴＩＮで補間してもよいものとする。このと

き、ＴＩＮの補間は、管理断面間隔よりも狭い間隔の３次元座標値を使用するものとする。 

 

 ３ 留意事項 

暗渠排水工における３次元起工測量の実施に当たっては、以下の点について留意する。 

（１）着工前の現況地形を把握するため、測量前に農作物、もみ殻等の障害物を除去するなど、

耕作者と調整を行う。 

（２）ほ場内の既知点標高と起工測量データの標高を比較し、10cm 以上の乖離がある場合には、

発注者と対応を協議する。また、等高線を確認し、設計図書と傾斜方向や等高線間隔が異

なっている場合は、必要に応じて発注者と協議を行う。 
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第７ 基本設計データ 

１ 基本設計データの作成 

受注者は、基本設計データ作成ソフトウェアを用いて、出来形管理で利用する工事基準点、

平面線形、断面線形、出来形横断面形状及び出来形管理対象の設定を行い、出来形管理用Ｔ

Ｓ等光波方式又は出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳが取り込み可能な基本設計データを以下の

点に留意して作成する。 

 

（１）基本設計データの作成に必要な資料 

基本設計データの作成に必要な資料は、設計図書（平面図、縦断図、横断図等）と発注

者が貸与する業務報告書（線形計算書等）である。受注者は、設計図書及び貸与資料に不

足等がある場合は、監督職員にその旨を報告し資料を借り受ける。 

 

（２）基本設計データの作成範囲 

基本設計データの作成範囲は、工事起点から工事終点までとし、横断方向は構造物と原

地形との接点までの範囲とする（図 10）。 

 

舗装工及び暗渠排水工については、以下の点に留意する。 

ア 舗装工 

横断方向は、舗装左右端部、舗装を擦り付ける縁石及び側溝等の既設構造物の前面ま

でとする。 

イ 暗渠排水工 

作成範囲はほ場単位とする。発注者は、対象とした路線が分かるように作成範囲を示

した設計図書等を受注者に提供する。 

 

（３）基本設計データの作成 

基本設計データの作成は、設計図書（平面図、縦断部、横断図）と貸与資料（線形計算

書等）に示される情報から幾何形状の要素（要素の始点や終点の座標・半径・クロソイド

パラメータ・縦断曲線長、横断形状等）を読み取り、基本設計データ作成ソフトウェアに

データを入力する。 

 

 
図 10 基本設計データの作成範囲（横断方向） 

基本設計データの作成範囲（横断方向の例）
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（４）設計変更 

受注者は、設計変更等で設計形状に変更があった場合は、その都度、基本設計データ作

成ソフトウェアで基本設計データを編集し変更する。このとき、最新の基本設計データの

変更理由、変更内容及び変更後の基本設計データファイル名は確実に管理しておく。 

 

２ 基本設計データの確認 

受注者は、基本設計データの作成後に、基本設計データの情報（工事基準点、平面線形、

縦断線形、出来形横断面形状）について、設計図書（平面図、縦断図、横断図等）、線形計算

書等と照合するとともに、監督職員に様式－１「基本設計データチェックシート」を提出す

る。 

暗渠排水工においては、設計データ上において逆勾配区間が無いか、埋設深について確認

を行う。 

 

３ 基本設計データの搭載 

受注者は、基本設計データ作成ソフトウェアから出力した基本設計データを、通信又は記

憶媒体を通じて出来形管理用ＴＳ又はＲＴＫ－ＧＮＳＳに搭載する。出来形計測の実施前に

は、出来形管理用ＴＳ又はＲＴＫ－ＧＮＳＳを用い、出来形計測対象となる基本設計データ

が搭載されていることを確認しておく必要がある。 
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第８ ３次元設計データ 

１ ３次元設計データの作成 

受注者は、発注者から貸与された設計図書等をもとに、出来形管理で利用する工事基準点、

平面線形、縦断線形及び出来形横断面形状の設定を行い、出来形評価用データとの比較、Ｉ

ＣＴ建設機械への搭載が可能な３次元設計データの作成を行う。３次元設計データの作成の

流れは、図 11に示すとおりである。 

（１）３次元設計データの作成に必要な資料 

３次元設計データの作成に必要な資料は、設計図書（平面図、縦断図、横断図等）と発

注者が貸与する業務報告書（線形計算書等）である。３次元設計データの作成に当たり資

料に不足等がある場合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。また、隣接する他工事

との調整も必要に応じて行う。 

 

（２）３次元設計データの作成範囲 

３次元設計データの作成範囲は、工事起点から工事終点まで（外縁に線形要素の起終点

がある場合はその範囲まで）とし、横断方向は構築部と地形との接点までの範囲とする。

設計照査段階で取得した現況地形が発注図に含まれる現況地形と異なる場合及び余盛り等

を実施する場合においては、監督職員と協議を行い、その結果を３次元設計データの作成

に反映させる。 

暗渠排水工及び法面保護工については、以下の点に留意する。 

ア 暗渠排水工 

作成範囲はほ場単位とする。発注者は、対象とした路線が分かるように作成範囲を示

した設計図書等を受注者に提供する。 

   イ 法面保護工 

現地合わせによる施工を行うため、法面の凹凸を正確に再現した３次元設計データを

作成する必要はない。 

 

（３）３次元設計データの要素データ作成 

３次元設計データの作成は、設計図書（平面図、縦断図、横断図）と線形計算書に示さ

れる情報から幾何形状の要素（要素の始点や終点の座標・半径・クロソイドパラメータ・

縦断曲線長、横断形状等）を読み取って作成する。出来形横断面形状の作成は、計測を実

施する範囲で全ての管理断面及び断面変化点について作成する。 

ただし、法面保護工において、自然法面、吹付け面等の場合は、出来形横断の詳細形状

ではなく、出来形横断面の方向を示す形状を作成するだけでもよい。 

なお、発注者から貸与された設計図書から中心線形と横断形状データで定義できない３

次元設計データは、平面図や３次元座標値をもとに面データ（ＴＩＮ）を直接作成する手

法をとってもよい。３次元設計データの作成に当たっては、設計図書をもとに作成したデ

ータが出来形の良否判定に基準になることから、当該工事の設計形状を示すデータについ

て、監督職員の承諾なしに変更・修正を加えてはならない。 

 

（４）３次元設計データ（ＴＩＮ）の作成 
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入力した要素データをもとに面的な３次元設計データ（ＴＩＮ）を作成する。ＴＩＮは

三角形の面で構成されるため、曲線部では管理断面の間を細かい断面に分割して３次元設

計データ化する必要がある。このため、線形の曲線区間においては、必要に応じて横断形

状を作成した後にＴＩＮを設定する。 

なお、法面保護工の施工管理は、３次元設計データ（ＴＩＮ）と計測した各ポイントと

の離れを算出し出来形判定を行う管理手法ではないため、３次元設計データ（ＴＩＮ）形

式での作成は必須としない。 

 

（５）地形情報 

起工測量結果を３次元設計データ作成ソフトウェアに読み込み、作成した３次元設計デ

ータと重畳し比較した上で、盛土及び切土と地形の擦り付け部分が発注図に含まれる現況

地形と異なる場合は、監督職員と協議を行い、その結果を３次元設計データの作成に反映

させる。 

 

（６）数量算出 

作成した３次元設計データは、設計図書として位置付けられるものであるため、数量を

再計算しておく必要がある。３次元ＣＡＤソフトウェア等を用いて数量算出を行い、３次

元設計データに基づく数量計算結果が当初数量から変更した場合は、設計変更の対象とす

る。 

 

（７）積算区分の境界情報 

数量算出に３次元設計データを利用する場合は、積算区分の境界面において、岩線計測

データ等の面データを作成する。管理断面間隔より狭い範囲においては、平均断面法と同

等の計算結果が得られるように、ＴＩＮで補間してもよい。 

 

（８）設計変更について 

設計変更により設計形状に変更があった場合は、その都度３次元設計データを編集し変

更する。このとき、最新の３次元設計データの変更理由、変更内容及び変更後の３次元設

計データファイル名は確実に管理しておく。 

 
図 11 ３次元設計データ作成の流れ 
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２ ３次元設計データの確認 

受注者は、３次元設計データの作成後、３次元設計データの情報（工事基準点、平面線形、

縦断線形、出来形横断面形状、３次元設計データ）について、設計図書（平面図、縦断図、

横断図等）や線形計算書等と照合するとともに、監督職員に様式－９「３次元設計データチ

ェックシート」を提出する。また、設計図書をもとに作成した３次元設計データが出来形の

良否判定の基準となることから、監督職員と協議を行い、作成した３次元設計データを設計

図書として位置付ける。 

 

暗渠排水工及び法面保護工においては、以下の点に留意する。 

（１）暗渠排水工 

設計データ上において逆勾配区間が無いか、埋設深について確認を行う。 

 

（２）法面保護工 

出来形横断面形状は、出来形形状の幅（小段幅も含む。）及び法長を対比し確認する。設

計図書に含まれる全ての横断図について対比を行う。確認方法としては、ソフトウェア画

面上で対比し設計図書の寸法記載箇所にチェックを記入する方法、３次元設計データから

横断図を作成し設計図書と重ね合わせて確認する方法等を用いて実施する。 

ただし、自然法面、吹付け面等の場合は、出来形横断の詳細形状（法面、小段等）の作

成及びチェックは不要とする（図 12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 12 作成する３次元設計データ 

（出典：「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」（令和６年３月国土交通省）） 
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 ３ 地盤改良設計データの作成 

（１）表層安定処理等、固結工（中層混合処理）の場合 

地盤改良工（表層安定処理等、固結工（中層混合処理））では、３次元設計データとして、

設計図書に示される地盤改良範囲を示す平面図、施工基面からの改良厚さ又は改良範囲下

端部の標高を示す縦断図等を用いて「地盤改良設計データ」を作成する。地盤改良設計デ

ータは、設計図書に示されている地盤改良を行う施工範囲（幅・奥行き・深さ）と、これ

を幅及び奥行方向の平面上では格子状（長方形、正方形等）に、深さ方向には一定長さご

との分割した管理ブロックの形状を表すデータである。地盤改良設計データ作成時におけ

る留意事項は以下のとおりである。 

ア 準備資料 

地盤改良設計データの作成に必要な準備資料は、設計図書の平面図（地盤改良範囲が

明示されたもの）、縦断図（地盤改良深度又は地盤改良範囲の最下端の標高が明示された

もの）である。地盤改良設計データの作成において、準備資料の記載内容に不足等があ

る場合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。 

 

イ 地盤改良設計データの作成範囲 

地盤改良設計データの作成範囲は、地盤改良範囲とする。地質分布が当初の想定と異

なる場合や、地中や周辺に支障物があるなどの理由により地盤改良範囲が設計図書と異

なる場合は、監督職員と変更等の協議を行い、その結果を地盤改良設計データの作成に

反映させる。 

地盤改良設計データの作成に当たっては、設計図書をもとに作成したデータが出来形

の良否判定の基準となるため、当該工事の設計形状を示すデータに対して、監督職員の

承諾なしに変更や修正を加えてはならない。変更等を行う場合は、監督職員と変更等の

協議を行い、その内容を工事打合せ簿として記録する。 

 

ウ 管理ブロックの形状及び管理ブロックサイズの設定 

地盤改良範囲の平面的位置は施工範囲全体を区画割に分割して、地盤改良の施工を行

う管理ブロックを指定して表現する。図 13 に、全面改良・格子状改良・柱状改良等の地

盤改良範囲の指定方法を例示する。区画割形状が台形の場合や機械設置位置と平行でな

い場合など、区画割の形状が長方形ではない場合は、管理ブロックの形状は、区画割に

即して変形した四角形とし、長方形、正方形である必要はない。 

地盤改良範囲全体について、表５に示した撹拌装置（方法）による管理ブロックサイ

ズに分割する。幅の採寸位置の例は図 14～図 16のとおりである。 
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表５ 撹拌装置による管理ブロックサイズの規定 

撹拌方法 
管理ブロックサイズ 

幅 奥行 深度 

バケット式 バケット幅以下 バケット奥行以下 バケット奥行以下 

トレンチャ式 トレンチャの幅以下 トレンチャの奥行以下 
改良深度と同じ（分

割しなくてもよい） 

ロータリー式 撹拌翼の幅以下 撹拌翼の奥行以下 １ｍ以下 

 
図 14 幅の採寸位置の例（バケット式） 

（出典：「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」（令和６年３月国土交通省）） 

 
図 13 地盤改良範囲の例 

（出典：「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」（令和６年３月国土交通省）） 
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図 15 幅の採寸位置の例（トレンチャ式） 

（出典：「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」（令和６年３月国土交通省）） 

 

 

図 16 幅の採寸位置の例（ロータリー式） 

（出典：「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」（令和６年３月国土交通省）） 
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エ 地盤改良設計データの作成 

ＩＣＴ地盤改良機械の撹拌判定・表示機能により、各管理ブロックの撹拌が完了した

ことが施工履歴データから判定できるように、各管理ブロックの底面の四隅の全ての点

の位置を登録する。 

 

（２）固結工（スラリー攪拌工）の場合 

地盤改良工（固結工（スラリー攪拌工））では、３次元設計データとして、設計図書に示

される地盤改良で造成する改良体の平面配置図、各改良体の天端及び最下端の標高（又は

施工基面からの深さ）を示す縦断図等を用いて「地盤改良設計データ」を作成する。地盤

改良設計データは、設計図書等に基づき、改良体番号・杭芯位置（x,y）（撹拌装置が多軸

の場合は複数）・改良体天端の標高又は施工基面からの計画深度・改良体底面部の標高又は

計画深度・杭径Ⅾ・施工基面の標高を入力したものである。地盤改良設計データ作成時に

おける留意事項は以下のとおりである。 

ア 準備資料 

地盤改良設計データの作成に必要な準備資料は、設計図書の平面図（地盤改良で造成

する改良体の平面配置が明示されたもの）、縦断図（改良体の天端及び最下端の標高（又

は施工基面からの深さ）が明示されたもの）である。地盤改良設計データの作成におい

て、準備資料の記載内容に不足等がある場合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。 

 

イ 地盤改良設計データの作成範囲 

地盤改良設計データの作成範囲は、地盤改良範囲とする。地質分布が当初の想定と異

なる場合や、地中や周辺に支障物があるなどの理由により地盤改良範囲が設計図書と異

なる場合は、監督職員と変更等の協議を行い、その結果を地盤改良設計データの作成に

反映させる。 

地盤改良設計データの作成に当たっては、設計図書をもとに作成したデータが出来形

の良否判定の基準となるため、当該工事の設計形状を示すデータに対して、監督職員の

承諾なしに変更や修正を加えてはならない。変更等を行う場合は、監督職員と変更等の

協議を行い、その内容を工事打合せ簿として記録する。 

 

ウ 地盤改良設計データの内容 

地盤改良設計データには、以下の設計情報を入力する。 

・改良体番号（番号の付け方は任意とする） 

・杭芯位置（x,y）（多軸の場合は複数） 

・改良体天端の標高又は施工基面からの計画深度 

・改良体底面部の標高又は計画深度 

・杭径 

・施工基面の標高  

 

エ 着底管理により施工を行う場合 
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試験施工によりボーリング調査結果と改良体を造成時の電流値、貫入速度、その他の

指標により着底完了を判定する基準を設けている工事においては、地盤改良設計データ

の改良体最下端の標高（又は深度）として、設計図書に示される標高（又は深度）又は

施工前の調査ボーリング等において推定した支持層の分布から求まる標高（又は深度）

を入力しておく。 

 

 ４ 地盤改良設計データの確認 

（１）表層安定処理等、固結工（中層混合処理）の場合 

受注者は、地盤改良設計データ作成後、工事基準点及び地盤改良設計データの情報につ

いて設計図書と照合するとともに、監督職員に様式－14「地盤改良設計データチェックシ

ート」を提出する。また、設計変更等により設計図書に変更が生じた場合は、地盤改良設

計データを変更し、確認資料を作成する。確認項目は以下のとおりである。 

ア 工事基準点 

工事基準点は、名称及び座標を事前に監督職員に提出している工事基準点の測量結果

と対比し、確認する。 

イ 地盤改良設計データ 

施工履歴データを用いた出来形管理の該当区間の地盤改良設計データの入力要素（地

盤改良範囲の平面図、各管理ブロックの施工基面からの深さ又は改良範囲最下端の標高）

と地盤改良設計データを比較・確認する。 

 

（２）固結工（スラリー攪拌工）の場合 

受注者は、地盤改良設計データ作成後、地盤改良設計データの情報について設計図書と

照合するとともに、監督職員に様式－14「地盤改良設計データチェックシート」を提出す

る。また、設計変更等により設計図書に変更が生じた場合は、地盤改良設計データを変更

し、再度確認を行う。ここで、地盤改良設計データに入力された杭径Ｄについては、実際

に施工に用いる地盤改良機の撹拌翼の径が設計の杭径以上であることを撹拌翼の実測によ

り確認する。 
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第９ ＩＣＴ建設機械施工 

１ 基準点の設置 

基準点には、国土地理院が管理する電子基準点、三角点や水準点、地方公共団体が管理す

る公共基準点がある。受注者は、工事基準点を設置するために必要な基準点が近傍にない場

合は新規に作成・設置する。 

 

２ 計測精度の確認 

受注者は、機器の計測精度を以下のとおり確認する。 

（１）自動追尾型ＴＳを用いる場合 

ア 測定座標と既知座標とが合致すること。 

イ 精度は垂直方向で±５～15mmであること。 

ウ 基準局（自動追尾型ＴＳ）から移動局（建設機械）までに距離制限は 250ｍ程度であり、

基準局と移動局は１対１の組合せとなること。 

（２）ＧＮＳＳを用いる場合 

ア 任意の測定座標と既知座標とが合致すること。 

イ 精度は垂直方向で±30～50mmであること。 

ウ 基準局から移動局（建設機械）までの距離制限は、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式でＭＣとす

る場合は、一般的に搭載されている免許不要の無線通信方式の良好な無線通信距離である

500ｍ以内とし、現場内に複数の基準局を設置すること（無線通信が障害物に阻害されに

くい高台、基準局のカバーエリアを十分利用できる工区中央等）。なお、ネットワーク型

ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式の移動局のみでＭＣの場合はこの限りではない。 

 

３ 基準局の設置 

受注者は、自動追尾型ＴＳ又はＧＮＳＳを用いた施工においては、工事基準点に設置する

基準局の３次元座標値をもとに移動局（建設機械）の位置情報を算出するため、適切な測定

精度を確保できる基準局を設置する。なお、基準局を設置するＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式と同等

の精度が確保できるネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式を用いる場合はこの限りではない。

ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式を用いる場合は、衛星捕捉情報・衛星電波の多重反射（マルチパス）

に留意して基準局を設置する。 

 

４ キャリブレーションの実施 

受注者は、建設機械に情報通信機器（全周プリズム、ＧＮＳＳアンテナ、車載ＰＣ等）を

取り付けたあと、排土板幅・アーム長等の測定及び各センサーの設定を実施し、必要情報を

車載ＰＣへ入力する。 

受注者は、ＩＣＴ建設機械施工技術を搭載したＩＣＴ建設機械が適切な施工精度を有して

いるか、施工着手前に確認する。精度確認は、排土板等の位置を設計値に合わせ、車載ＰＣ

に表示されている座標値と排土板等の位置をＴＳ等で測定した実測値との差分により確認す

るものとし、精度確認用の基準点を設置しておく。 

ＭＣバックホウ技術の場合、バケット角度・バックホウ姿勢等の違いで施工精度が異なる

ため、バケット角度・バックホウ姿勢等の条件を変えながらバケット位置を設計値に合わせ、



1-35 
 

車載ＰＣに表示されている座標値とバケットの位置をＴＳ等で測定した実測値との差分によ

り確認する。 
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第 10 岩線計測 

受注者は、設計変更のため、必要に応じて岩質の境界面について地形測量を実施する。 

なお、岩線計測に関するそのほかの事項については、本ガイドライン（出来形管理編）共

通事項 第３に記載する出来形管理の計測手順及び実施手順を準用する。 

 

１ 断面管理の場合 

受注者は、設計変更のため必要に応じて岩質の境界面について地形測量を実施する。管理

断面及びそれ以外の任意の測点における断面について、岩質変化箇所の座標を取得する。 

 

２ 面管理の場合 

実施事項は、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３に記載する出来形管理の計

測手順及び実施手順を準用するが、計測密度、計測精度等については以下に記載する（１）

～（３）のとおりとする。 

（１）岩線計測の実施 

第６ ２ （１）を準用する。なお、当該記載において エ TLS は、（ア）舗装工以外の

場合を準用し、オ UAVレーザ及びク モバイル端末は対象外とする。 

 

（２）岩線計測データの作成 

第６ ２ （２）を準用する。 

 

（３）ＴＩＮの結合方法の変更 

第６ ２ （３）を準用する。 
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第 11 部分払い用出来高算出のための計測 

受注者は、出来高部分払い方式を選択した場合、簡便な数量算出方法として、各出来形管

理技術による地形測量を利用できる。部分払い出来高算出結果については、算出値の９割を

上限に計上してもよいこととする。 

 

１ 断面管理の場合 

出来高計測の実施事項は、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３に定める各技

術の出来形管理の計測手順及び実施手順を準用し、管理断面及びそれ以外の任意の測点にお

ける断面について、法肩、法尻及びそのほかの地形変化点の座標を取得する。また、部分払

い出来高計測時の測定精度及び測定密度についても、本ガイドライン（出来形管理編）共通

事項 第３を参照されたい。 

 

２ 面管理の場合 

（１）ＴＳ等光波方式 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上とし、国土地理院で規定がな

いＴＳ等光波方式を利用する場合の計測精度は、鉛直方向±10mm 以内、平面方向±20mm 以

内とする。出来高計測の実施事項は、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３ 

２の準用を基本とするが、簡便な数量算出方法として計測に基づく算出値を 100％計上しな

い場合、（４）イ 出来形計測の実施についてはこの限りではない。 

 

（２）ＴＳ（ノンプリズム方式） 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上とし、計測精度は鉛直方向・

水平方向ともに±200mm 以内とする。出来高計測の実施事項は、本ガイドライン（出来形管

理編）共通事項 第３ ４の準用を基本とするが、簡便な数量算出方法として、計測に基

づく算出値を 100％計上しない場合、（５）イ 出来形計測の実施についてはこの限りでは

ない。 

 

（３）ＵＡＶ空中写真測量 

写真測量ソフトウェアから算出した３次元の計測点群の密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッ

シュ）当たり１点以上とする。地上画素寸法は要求精度が 200mmを満足するように設定する。

なお、出来高計測の実施事項は、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３ ６の

準用を基本とするが、簡便な数量算出方法として計測に基づく算出値を 100％計上しない場

合、（５）ア 撮影計画の立案及び（５）イ 標定点及び検証点の設置・計測については当

該規定によらなくてもよく、精度確認について、検証点は天端上 400ｍ以内の間隔とし、そ

れぞれ±200mm以内であればよい。 

 

（４）ＴＬＳ 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上、測定精度は 200mm 以内とす

る。出来高計測の実施事項は、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３ ８の準
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用を基本とするが、簡便な数量算出方法として計測に基づく算出値を 100％計上しない場合、

（５）ウ 出来形計測の実施についてはこの限りではない。 

 

（５）ＵＡＶレーザー 

計測密度は 1.00ｍ2（100cm×100cm メッシュ）当たり４点以上とする。また、使用するＧ

ＮＳＳは２周波とし、鉛直方向・水平方向ともに±200mm 以内、重複コースごとの標高値の

較差の平均値±200mm 以内の測定精度を確保するよう設定する。なお、出来高計測の実施事

項は、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３ １０を準用することを基本とす

るが、簡便な数量算出方法として計測に基づく算出値を 100％計上しない場合は、（５）ア 

飛行計画の立案及び（５）イ 調整用基準点の設置及び計測については当該規定によらな

くてもよく、精度確認については、検証点は飛行コースと直交する横断方向に水平位置、

標高検証点（水平位置と標高検証点を兼ねることができる）を３か所以上設置する。設置

位置は飛行直下に１か所、出来形計測時に想定している有効計測角でレーザーが射出され

る位置付近に１か所ずつ設置するものとし、それぞれ±200mm以内であればよい。 

 

（６）地上移動体搭載型ＬＳ 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上、測定精度は±200mm 以内と

する。出来高計測の実施事項は、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３ １２

の準用を基本とするが、簡便な数量算出方法として計測に基づく算出値を 100％計上しない

場合、（５）エ 出来形計測の実施についてはこの限りではない。 

 

（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

計測密度は、0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上、測定精度は鉛直方向±

30mm 以内、平面方向±20mm 以内とする。出来高計測の実施事項は、本ガイドライン（出来

形管理編）共通事項 第３ １４の準用を基本とする。 

 

（８）施工履歴データ 

出来高計測の実施事項は、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３ １６の準

用を基本とする。なお、地盤改良工における出来形計測の実施事項及び計測精度について

も、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３ １６の準用を基本とする。 

 

（９）モバイル端末 

計測密度は 0.25ｍ2（50cm×50cm メッシュ）当たり１点以上、測定精度は±200mm 以内

とする。出来高計測の実施事項は、本ガイドライン（出来形管理編）共通事項 第３ １

８の準用を基本とするが、簡便な数量算出方法として計測に基づく算出値を 100％計上しな

い場合、（４）ウ 出来形計測の実施についてはこの限りではない。 
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第 12 数量算出 

出来形計測と同位置において、施工前又は事前の地形データが空中写真測量等により計測

されており、契約条件として認められている場合は、３次元出来形管理技術による出来形計

測結果を用いて出来形数量の算出を行うことができる。 

受注者は、計測点群データをもとに平均断面法又は３次元ＣＡＤソフトウェア等を用いた

方式により数量算出を行うことができる。 

舗装工において、不陸整正に用いる補修材の平均厚さ及び路盤工の平均厚さを３次元設計

データ又は３次元計測データにより算出する場合は、以下を標準とする。 

平均厚さ＝体積／面積 

なお、数量計算方法及び体積計算方法については監督職員と協議を行い、３次元設計デー

タ、出来形計測データ等の面データから３次元ＣＡＤソフトウェア等を用いた数量算出方法

は以下を標準とする。 

 

 １ 点高法 

現況地形と出来形測量結果（出来形計測データ、起工測量計測データ及び岩線計測データ）

からなる二つの面に合わせたメッシュ（等間隔）交点で標高を算出し、標高差にメッシュ間

隔の面積を乗じ総和して算出する方法。メッシュ間隔は 50cm 以内とし、標高差の算出方法は

以下の方法とする。 

（１）四点平均法 

メッシュ交点の四隅の標高差を平均する方法。 

Ⅴ＝Ａ ×
(h1 + h2 + h3 + h4)

4
 

（２）１点法 

メッシュ交点を中心とする辺長がメッシュ間隔の正方形を底面とし、当該メッシュ交点

の標高差を乗じて算出する方法。 

 

２ ＴＩＮ分割等を用いた求積 

現況地形や出来形測量結果（出来形計測データ、起工測量計測データ及び岩線計測データ）

から、それぞれの面データとしてＴＩＮからなる面データを作成した上で、ある一定の標高

値においてＤＬ面（標高基準面）を設定し、各ＴＩＮの水平面積と、ＴＩＮを構成する各点

 

図 17 点高法 

h1

h2

h3
h4

A
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からＤＬ面までの高低差を求めて三角形ごとに平均し、その平均高低差と平面積を乗じた体

積を総和して算出する方法。 

Ⅴ＝Ａ ×
(h1 + h2 + h3)

3
 

 

３ プリズモイダル法 

現況地形や出来形測量結果から、それぞれの面データとしてＴＩＮからなる面データを作

成し、面データのポイント位置を互いの面データに投影し、各面データは本来の自身が持つ

ポイントと相手のポイントを合わせたポイント位置により新たな三画網が形成され、この三

角網の結節点の位置における標高差に基づき複合した面データの標高を計算する。面データ

の各ＴＩＮを構成する点をそれぞれの面データに投影すると、各面データに同じ水平位置で

標高の異なる点が作成され、その作成された点で再度面データを構築し、三角形水平面積と

高低差を乗じた体積を総和して算出する方法。 

 

  

 

図 18 ＴＩＮ分割等を用いた求積 

 

h1

A

▽ＤＬ面（標高基準面）

h2 h3

 
図 19 プリズモイダル法 

上部サーフェス及び下部サーフェスのＴＩＮエッジを組み合わせて

複合サーフェスのＴＩＮエッジが作成される。

複合ＴＩＮラインから作成された擬柱

を基に、複合土量が計算される

ＴＩＮラインが交差する部分には、複合サーフェスを作成

するためのTINラインが新たに追加される。

追加されたＴＩＮライン
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第 13 施工後における報告及び納品 

 １ 工事特性等への対応状況の報告 

受注者は、本ガイドラインで定める情報化施工技術を活用した場合は、工事共通仕様書に

基づき定められた様式に必要事項を記入の上、監督職員に報告する。 

なお、報告がない場合は、第 15の２に定める工事成績評定における評価を行わない。 

 

２ 電子納品 

本ガイドラインの電子成果品の作成規定は、「工事完成図書の電子納品要領（案）」（農林水

産省農村振興局設計課施工企画調整室。以下「工事完成図書の電子納品要領（案）」という。）

の規定の範囲内で定めており、本ガイドラインの規定以外の事項については、「工事完成図書

の電子納品要領（案）」によること。 

（１）３次元座標を断面的に取得する出来形管理技術に関する電子成果品 

ＴＳ等光波方式出来形管理技術又はＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術を活用し、本ガイ

ドラインに基づき作成した電子成果品は、「工事完成図書の電子納品要領（案）」で定める

「ＯＴＨＲＳ」フォルダに格納する。 

ア 本ガイドラインに基づき作成する以下の電子成果品を提出する。 

（ア）基本設計データ 

（イ）出来形測定データ等の３次元座標値（xml 形式） 

 

（２）３次元座標を面的に取得する出来形管理技術に関する電子成果品 

３次元座標を面的に取得する出来形管理技術を活用し、本ガイドラインに基づき作成し

た電子成果品は、「工事完成図書の電子納品要領（案）」で定める「ＮＮＩＣＴ」フォルダ

に格納する。なお、格納するファイル名は、以下に定める命名規則に基づき、計測機器ご

との出来形管理資料が特定できるように記入する。 

ア 本ガイドラインに基づき作成する以下の電子成果品を提出する。 

（ア）３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ）） 

（イ）出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー付き３次元データ） 

（ウ）出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル） 

（エ）出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ）） 

（オ）計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） 

（カ）工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA等のポイントファイル） 

（キ）空中写真測量で撮影したデジタル写真（jpg形式）又はデジタル写真から作成される

オルソ画像（TIFFファイル） 

（ク）撹拌装置軌跡データ（CSV、等のファイル） 

イ 数量算出に利用した場合は、以下の資料も電子成果品として提出する。 

（ア）起工測量時の計測点群データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル） 

（イ）起工測量計測データ（LandXMLファイル等のＴＩＮファイル） 

（ウ）岩線計測時の計測点群データ（CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル） 

（エ）岩線計測データ（LandXML ファイル等のＴＩＮファイル） 
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（３）ファイルの命名 

本ガイドラインに基づき作成した電子成果品が特定できるようにするため、（４）、（５）

及び（６）に示す規定に従い格納する。 

 

（４）電子成果の作成規定（面管理の場合） 

ア ＮＮＩＣＴフォルダに工種を示すサブフォルダを作成する。 

なお、サブフォルダの名称は、表６に示す。 

イ アの下層に計測機器の名称を記したサブフォルダを作成し格納する。サブフォルダの

名称は、表７～表 15に示す計測機器に記載の文字列を利用する。 

ウ 格納するファイルは、表７～表 15に示す命名規則に従う。 

エ 欠測補間として他の計測機器で計測したデータを合成した場合は、合成したデータの

ファイル名を主となる計測機器の名称を用い、イで作成した主となる計測機器の名称を

記したサブフォルダへ格納する。また、合成前の各計測機器の計測データは、それぞれ

の計測機器名称を記した各サブフォルダを、イで作成した主となる計測機器の名称を記

したサブフォルダへ別途作成し格納する。 

オ 設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、３次元設計データを変更するが、当初

の３次元設計データと、変更後の３次元設計データを全て納品する。 

カ 整理番号は、ファイル番号を詳細に区分する必要がある場合に使用するが、通常は「0」

でよい。 

キ 出来形管理資料をビューワー付き３次元データで納品するに当たり、ビューワーとデ

ータが複数のファイルで構成される場合は、全てを ZIP 形式により圧縮し、拡張子を

「ZIP」として、表７～表 15に従い納品する。 

ク ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術の場合、写真測量に使用した全ての画像を撮影ご

とに納品するものとし、ＮＮＩＣＴフォルダにサブフォルダを作成し、jpg ファイルを格

納する。画像のためのサブフォルダの名称は、表７～表 15の末尾に PICを付ける。（例：

出来形計測の写真の場合は、「UAV0AS001PIC」とする。） 

なお、オルソ画像で納品する場合は、オルソ画像の解像度を撮影した元の画像と同一

の画素寸法により作成する。また、オルソ画像のファイルサイズは１GB 以内とすること

を原則とし、これを超過する場合は複数の撮影範囲に分割し納品する。納品するオルソ

画像は、撮影範囲の位置情報が付与された GeoTIFF形式で納品する、又はオルソ画像の位

置情報を示すワールドファイルを添えて納品する。ワールドファイルを添えて納品する

場合は、オルソ画像とワールドファイルのファイル名は拡張子を除き同一とする。 

 

表６ サブフォルダの名称 

工種 サブフォルダ名 

土工 ＥＷ 

ほ場整備工 ＦＬＣ 

舗装工 現況地形 ＥＳ 

不陸整正 ＣＳ 

下層路盤 ＧＬ 

上層路盤 ＧＵ 
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基層 ＰＬ 

表層 ＰＵ 

水路工 ＣＷ 

暗渠排水工 ＵＤ 

ため池改修工 ＩＰＲ 

地盤改良工 表層安定処理等 ＳＭ 

固結工（中層混合処理） ＭＭ 

固結工（スラリー攪拌工） ＳＬ 

法面保護工 ＳＰ 

小規模土工 

1,000 ㎥未満の土工 ＳＥ 

掘削（小規模）・床掘（小 

規模） 

ＳＷ 

 

表７ ＴＳ等光波方式による計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

TS 

0 DR 001～ 0～Z 
３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
TS0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
TS0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントフ

ァイル） 
TS0IN001.拡張子 

0 EG 001～ － 
起工測量計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイ

ル） 
TS0EG001.拡張子 

0 SO 001～ － 岩線計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイル） TS0SO001.拡張子 

0 AS 001～ － 
出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
TS0AS001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイ

ル） 
TS0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等の

ポイントファイル） 
TS0PO001.拡張子 

 

表８ ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

TSN 

0 DR 001～ 0～Z 
３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
TSN0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
TSN0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイント

ファイル） 
TSN0IN001.拡張子 

0 EG 001～ － 
起工測量計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイ

ル） 
TSN0EG001.拡張子 

0 SO 001～ － 岩線計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイル） TSN0SO001.拡張子 

0 AS 001～ － 
出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
TSN0AS001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
TSN0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等の

ポイントファイル） 
TSN0PO001.拡張子 

 

表９ ＵＡＶ空中写真測量による計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

UAV 

0 DR 001～ 0～Z 
３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
UAV0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
UAV0CH001.拡張子 



1-44 
 

0 IN 001～ － 
出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイント

ファイル） 
UAV0IN001.拡張子 

0 EG 001～ － 
起工測量計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイ

ル） 
UAV0EG001.拡張子 

0 SO 001～ － 岩線計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイル） UAV0SO001.拡張子 

0 AS 001～ － 
出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
UAV0AS001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
UAV0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等の

ポイントファイル） 
UAV0PO001.拡張子 

 

表 10 ＴＬＳによる計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

TLS 

0 DR 001～ 0～Z 
３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
TLS0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
TLS0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイント

ファイル） 
TLS0IN001.拡張子 

0 EG 001～ － 
起工測量計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイ

ル） 
TLS0EG001.拡張子 

0 SO 001～ － 岩線計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイル） TLS0SO001.拡張子 

0 AS 001～ － 
出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
TLS0AS001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
TLS0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等の

ポイントファイル） 
TLS0PO001.拡張子 

 

表 11 ＵＡＶレーザーによる計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

ULS 

0 DR 001～ 0～Z 
３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
ULS0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
ULS0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイント

ファイル） 
ULS0IN001.拡張子 

0 EG 001～ － 
起工測量計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイ

ル） 
ULS0EG001.拡張子 

0 SO 001～ － 岩線計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイル） ULS0SO001.拡張子 

0 AS 001～ － 
出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
ULS0AS001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
ULS0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点、調整用基準点及び標定点データ（CSV、

LandXML、SIMA 等のポイントファイル） 
ULS0PO001.拡張子 

 

表 12 地上移動体搭載型ＬＳによる計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

MLS 

0 DR 001～ 0～Z 
３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
MLS0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
MLS0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイント

ファイル） 
MLS0IN001.拡張子 

0 EG 001～ － 
起工測量計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイ

ル） 
MLS0EG001.拡張子 

0 SO 001～ － 岩線計測データ（LandXML ファイル等の TIN ファイル） MLS0SO001.拡張子 

0 AS 001～ － 
出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
MLS0AS001.拡張子 
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0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
MLS0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等の

ポイントファイル） 
MLS0PO001.拡張子 

 

表 13 ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

GNSS 

0 DR 001～ 0～Z 
３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
GNSS0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワ

ー付き３次元データ） 
GNSS0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイン

トファイル） 
GNSS0IN001.拡張子 

0 EG 001～ － 
起工測量計測データ（LandXMLファイル等の TINファイ

ル） 
GNSS0EG001.拡張子 

0 SO 001～ － 岩線計測データ（LandXMLファイル等の TINファイル） GNSS0SO001.拡張子 

0 AS 001～ － 
出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
GNSS0AS001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントフ

ァイル） 
GNSS0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等

のポイントファイル） 
GNSS0PO001.拡張子 

 

表 14 施工履歴データによる計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

CMR 

0 DR 001～ 0～Z 
３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN））（地盤改良設計データを含む） 
CMR0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
CMR0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
施工履歴データによる出来形評価用データ（ CSV、

LandXML、LAS等のポイントファイル） 
CMR0IN001.拡張子 

0 AS 001～ － 
施工履歴データによる出来形計測データ（LandXML 等の

オリジナルデータ（TIN）） 
CMR0AS001.拡張子 

0 GR 001～ － 
施工履歴データによる計測点群データ（CSV、LandXML、

LAS等のポイントファイル） 
CMR0GR001.拡張子 

0 GR 001～ － 撹拌装置軌跡データ（CSV 等のファイル） CMR0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイ

ル） 
CMR0PO001.拡張子 

 

表 15 モバイル端末による計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

MOB 

0 DR 001～ 0～Z 
３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
MOB0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワ

ー付き３次元データ） 
MOB0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイン

トファイル） 
MOB0IN001.拡張子 

0 EG 001～ － 
起工測量計測データ（LandXMLファイル等の TINファイ

ル） 
MOB0EG001.拡張子 

0 SO 001～ － 岩線計測データ（LandXMLファイル等の TINファイル） MOB0SO001.拡張子 

0 AS 001～ － 
出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ

（TIN）） 
MOB0AS001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントフ

ァイル） 
MOB0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等

のポイントファイル） 
MOB0PO001.拡張子 

 

（５）電子成果の作成規定（断面管理の場合） 



1-46 
 

ア 施工管理データ（XML ファイル）の電子成果品は、「工事完成図書の電子納品要領（案）」

で定める「ＯＴＨＲＳ」フォルダに格納する。 

イ その他管理ファイル（ＯＴＨＲＳ.XML）の管理項目については、「工事完成図書の電子

納品要領（案）」４ ４－３に従い、出来形管理用ＴＳ、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ又はＴＳ（ノ

ンプリズム方式）を用いた出来形管理資料が特定できるよう記入する。ルート直下のそ

の他フォルダに格納するその他管理ファイル（ＯＴＨＲＳ.XML）に記入する管理項目に表

16 に示す名称を記入する。 

表 16 その他管理ファイルに記入する名称 

分類・項目名 記入内容 

その他サブフォルダ日本語名 「ＴＳ出来形管理」、「ＲＴＫ－ＧＮＳＳ

出来形管理」又は「ＴＳ（ノンプリズム

方式）出来形管理」と記入する。 

資料名 「ＴＳ出来形管理資料」、「ＲＴＫ－ＧＮ

ＳＳ出来形管理資料」又は「ＴＳ（ノン

プリズム方式）出来形管理資料」と記入

する。 

オリジナルファイル日本語名 「ＴＳ出来形管理データｍｍ」、「ＲＴＫ

－ＧＮＳＳ出来形管理データｍｍ」又は

「ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理

データｍｍ」と記入する。 

 

（６）電子成果の作成規定（多点計測技術による断面管理の場合） 

ア ＮＮＩＣＴフォルダに、工種を示すサブフォルダを作成する。 

なお、サブフォルダの名称は表６を準用する。 

イ アの下層に計測機器の名称を記したサブフォルダを作成する。サブフォルダの名称は、

表 17～表 21に示す計測機器に記載の文字列を利用する。 

ウ 格納するファイル名は、表 17～表 21に示す命名規則に従う。 

エ 欠測補間として他の計測機器で計測したデータを合成した場合は、合成したデータの

ファイル名を主となる計測機器の名称を用い、イで作成した主となる計測機器の名称を

記したサブフォルダへ格納する。また、合成前の各計測機器の計測データは、それぞれ

の計測機器名称を記した各サブフォルダを、イで作成した主となる計測機器の名称を記

したサブフォルダへ別途作成し格納する。 

オ 設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、基本設計データを変更するが、当初の

基本設計データと変更後の基本設計データを全て納品する。 

カ 整理番号は、ファイル番号を詳細に区分する必要がある場合に使用するが、通常は「0」

でよい。 

 

表 17 ＵＡＶ空中写真測量による計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

UAV 

0 DR 001～ 0～Z 基本設計データ（XML 等のオリジナルデータ） UAV0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
UAV0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用（横断図）データ（XML 等のオリジナルデ

ータ） 
UAV0IN001.拡張子 
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0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
UAV0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等の

ポイントファイル） 
UAV0OP001.拡張子 

 

表 18 ＴＬＳによる計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

TLS 

0 DR 001～ 0～Z 基本設計データ（XML 等のオリジナルデータ） TLS0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
TLS0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用（横断図）データ（XML 等のオリジナルデ

ータ） 
TLS0IN001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
TLS0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等の

ポイントファイル） 
TLS0OP001.拡張子 

 

表 19 ＵＡＶレーザーによる計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

ULS 

0 DR 001～ 0～Z 基本設計データ（XML 等のオリジナルデータ） ULS0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
ULS0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用（横断図）データ（XML 等のオリジナルデ

ータ） 
ULS0IN001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
ULS0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点、調整用基準点及び標定点データ（CSV、

LandXML、SIMA 等のポイントファイル） 
ULS0OP001.拡張子 

 

表 20 地上移動体搭載型ＬＳによる計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

MLS 

0 DR 001～ 0～Z 基本設計データ（XML 等のオリジナルデータ） MLS0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
MLS0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用（横断図）データ（XML 等のオリジナルデ

ータ） 
MLS0IN001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
MLS0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等の

ポイントファイル） 
MLS0OP001.拡張子 

 

表 21 モバイル端末による計測のファイルの命名規則 
計測 

機器 

整理 

番号 

図面 

種類 
番号 

改訂 

履歴 
内容 記入例 

MOB 

0 DR 001～ 0～Z 基本設計データ（XML 等のオリジナルデータ） MOB0DR001Z.拡張子 

0 CH 001～ － 
出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又はビューワー

付き３次元データ） 
MOB0CH001.拡張子 

0 IN 001～ － 
出来形評価用（横断図）データ（XML 等のオリジナルデ

ータ） 
MOB0IN001.拡張子 

0 GR 001～ － 
計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファ

イル） 
MOB0GR001.拡張子 

0 PO 001～ － 
工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等の

ポイントファイル） 
MOB0OP001.拡張子 
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第 14 情報化施工技術活用工事の発注 

１ 発注形式 

国営土地改良事業等における工事を情報化施工技術活用工事として発注する場合は、入札

公告、入札説明書及び特別仕様書（以下「入札公告等」という。）において、本ガイドライン

に基づく情報化施工技術活用工事であることを明記する。情報化施工技術活用工事の形式は、

「発注者指定型」と「受注者希望型」の２タイプに分類される。なお、情報化施工技術の活

用により施工効率の向上が図られないと判断する場合等は、従来型施工での発注とすること

も検討する。 

（１）発注者指定型 

入札公告等において、発注者が情報化施工技術の活用を指定する工事 

（２）受注者希望型 

入札公告等において、受注者の発議により情報化施工技術を活用する工事 

 

 ２ 入札公告等の記載例 

（１）発注者指定型 

   ア 入札公告記載例 

○．本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計

課）に基づき、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用により生産性及び施工品質の向上を図る

ため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等におい

て、情報化施工技術を活用する工事である。 

 

   イ 入札説明書記載例 

○．本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計

課）に基づき、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用により生産性及び施工品質の向上を図る

ため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等におい

て、情報化施工技術を活用する工事である。 

本工事における情報化施工技術は、（※１）○○工において（※２）○○の段階で活

用するものであり、詳細については特別仕様書によるものとする。 

 

※１ 土工、ほ場整備工、舗装工、水路工、暗渠排水工、ため池改修工、地盤改良工、法

面保護工、付帯構造物工及び小規模土工の中から該当するものを記載する。 

※２ ３次元起工測量、３次元設計データの作成、ＩＣＴ建設機械による施工、３次元出

来形管理等の施工管理及び３次元データの納品の中から該当するものを記載する。 

 

 

   ウ 特別仕様書記載例 

第○章 情報化施工技術の活用について 

１ 適用 

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（令和○年○月）（農林水産省農村

振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用

により生産性及び施工品質の向上を図るため、（※１）○○工において、（※２）○○の

段階で、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（発注者指定型）であ

る。 

 

２ 協議・報告 
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  原則、（※１）○○工における（※２）○○の段階において、施工範囲全体を対象と

して情報化施工技術を活用するものとするが、具体的な活用技術、対象範囲等について

は監督職員と協議し、実施内容等について施工計画書に記載するものとする。なお、特

別仕様書で指定する工種及びプロセス以外において情報化施工技術の活用を希望する場

合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書

の提出を含む）までに発注者と協議を行い、協議が整った場合は、当該技術を活用でき

るものとし、その実施内容等について施工計画書に記載するものとする。 

 

３ 使用する機器・ソフトウェア 

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達

すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する

機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員

と協議するものとする。 

 

４ 貸与資料 

  基本設計データ及び３次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりであ

る。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。 

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければな

らない。 

 貸与資料 備考 

１ 〇〇〇〇業務 報告書  

２ 図面の CADデータ  

 

５ 確認及び検査 

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施

工管理データが組み込まれた出来形管理用ＴＳ等光波方式等を準備しなければならな

い。 

 

６ 電子納品 

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなけれ

ばならない。 

 

７ 情報化施工技術の活用に要する費用 

（１）情報化施工技術の活用に要する費用のうち、（※３）○○の項目は、当初から計上

している。 

（２）実施内容等の変更により情報化施工技術の活用に要する費用に変更が生じた場合

は、妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、その費用は見積書を提出し、妥当

性を確認した上でガイドラインに基づき計上する。 

（３）受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならな

い。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなけれ

ばならない。 

 

※１ 土工、ほ場整備工、舗装工、水路工、暗渠排水工、ため池改修工、地盤改良工、法

面保護工、付帯構造物工及び小規模土工の中から該当するものを記載する。 

※２ ３次元起工測量、３次元設計データの作成、ＩＣＴ建設機械による施工、３次元出

来形管理等の施工管理及び３次元データの納品の中から該当するものを記載する。 

※３ 以下の項目の中から該当するものを記載する。 

 

  ①３次元起工測量 

  ②３次元設計データ作成 
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  ③ＩＣＴ建設機械による施工 

   ・（※４）○○ 

  ④３次元出来形管理等の施工管理 

  ⑤３次元データの納品 

  ⑥システム初期費 

 

※４ ガイドライン 実施編 第２ 表２ 適用工種の中から活用する工種のみ記載す

る。なお、ＩＣＴ建設機械経費加算額を含む場合は、「（ＩＣＴ建設機械経費加算額

を含む。）」と記載する。 

 

（２）受注者希望型 

   ア 入札公告記載例 

○．本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計

課）に基づき、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用により生産性及び施工品質の向上を図る

ため、受注者の発議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管

理資料の作成等の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する工事である。 

 

   イ 入札説明書記載例 

○．本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計

課）に基づき、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用により生産性及び施工品質の向上を図る

ため、受注者の発議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管

理資料の作成等の全て又は一部において、情報化施工技術を活用する工事である。 

本工事における情報化施工技術は、（※１）○○工において、３次元起工測量、３次

元設計データの作成、ＩＣＴ建設機械による施工、３次元出来形管理等の施工管理及び

３次元データの納品の全て又は一部を行うものであり、詳細については特別仕様書によ

るものとする。 

受注者は、契約後、施工計画書（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書

の提出を含む）の提出までに発注者へ協議を行い、協議が整った場合に情報化施工技術

を活用することができる。 

なお、この場合、情報化施工技術の活用に係る費用については、設計変更の対象とす

る。 

 

○．評価基準に関する留意事項 

○評価基準に係る資料の提出等 

○ 情報化施工技術を活用する意思、活用する評価対象技術の種類、適用する工種及

び作業内容等が確認できる資料を、（確認資料様式－○）により提出するものと

する。 

なお、受注者が活用する旨の申請をしたにもかかわらず、受注者の責により履

行されなかったと判断された場合は、工事成績評定から３点を減点する。 

（※２）また、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局

整備部設計課）に記載の情報化施工技術（評価対象技術を含む。）を活用する旨

の技術提案（簡易な施工計画を含む。）があった場合、その提案は、技術提案の

評価対象外とする。 

 

※１ 土工、ほ場整備工、舗装工、水路工、暗渠排水工、ため池改修工、地盤改良工、法

面保護工、付帯構造物工及び小規模土工の中から該当するものを記載する。 

※２ 技術提案による評価を行う工事について記載する。 

 

 



1-51 
 

   ウ 特別仕様書記載例 

第○章 情報化施工技術の活用について 

１ 適用 

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（令和○年○月）（農林水産省農村

振興局整備部設計課）（以下「ガイドライン」という。）に基づき、情報通信技術の活用

により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、（※１）○○工に

おいて、３次元起工測量、３次元設計データ作成、ＩＣＴ建設機械による施工、３次元

出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品の全て又は一部で、情報化施工技術を

活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。 

 

２ 協議・報告 

  受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施

工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む。）までに発注者へ協議を

行い、協議が整った場合、当該技術を活用できるものとし、その実施内容等について施

工計画書に記載するものとする。 

なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨発注者に報告するものとす

る。 

 

３ 使用する機器・ソフトウェア 

情報化施工技術を活用するに当たり使用する機器及びソフトウェアは、受注者が調達

すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用する

機器、アプリケーション、ソフトウェア及びファイル形式については、事前に監督職員

と協議するものとする。 

 

４ 貸与資料 

  基本設計データ及び３次元設計データの作成に必要な貸与資料は下表のとおりであ

る。このほか、必要な資料がある場合は、監督職員に報告し貸与を受けるものとする。 

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければな

らない。 

 貸与資料 備考 

１ 〇〇〇〇業務 報告書  

２ 図面の CADデータ  

 

５ 確認及び検査 

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施

工管理データが組み込まれた出来形管理用ＴＳ等光波方式等を準備しなければならな

い。 

 

６ 電子納品 

受注者は、情報化施工技術に係る資料について、ガイドラインに基づき提出しなけれ

ばならない。 

 

７ 情報化施工技術の活用に要する費用 

（１）２の協議により活用することとした、情報化施工技術の活用に要する費用について

は設計変更の対象とし、ガイドラインに基づき計上することとする。 

（２）受注者は、発注者から依頼する歩掛、経費等の見積書提出に協力しなければならな

い。また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなけ

ればならない。 

※１ 土工、ほ場整備工、舗装工、水路工、暗渠排水工、ため池改修工、地盤改良工、法

面保護工、付帯構造物工及び小規模土工の中から該当するものを記載する。 
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第 15 情報化施工技術活用推進のための措置 

 １ 総合評価落札方式における評価 

（１）対象工事 

ア 本ガイドライン（実施編）第２ 表２又は表４に定める適用工種及び施工規模を満た

すもの。 

イ 本ガイドライン（実施編）第２ 表２又は表４に定める適用工種の適用技術のうち、

次の（ア）から（オ）までに示す技術（以下「評価対象技術」という。）のいずれかの技

術を活用できるもの。なお、（ア）から（エ）までに示す技術は、３次元出来形管理によ

る面管理が適用できる場合に限る。 

（ア）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

（イ）ＴＬＳ出来形管理技術 

（ウ）ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

（エ）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

（オ）ＩＣＴ建設機械施工技術 

ウ 受注者希望型を適用するもの。 

 

（２）評価基準 

（１）を満たす工事の競争参加資格確認資料の申請時において、評価対象技術のうちいずれ

かの技術を活用する意思を表明した場合には、企業評価において１点加点する。 

 

（３）評価方法等 

ア 競争参加資格確認資料の申請時において、情報化施工技術を活用する意思、活用する評

価対象技術の種類、適用する工種及び作業内容等の記載を求める。 

イ 受注者が活用する旨の申請をしたにもかかわらず、受注者の責により履行されなかった

と判断された場合は、工事成績評定から３点を減点する。 

ウ 本ガイドラインに記載の情報化施工技術（評価対象技術を含む。）を活用する旨の技術

提案（簡易な施工計画を含む。）があった場合、その提案内容は技術提案の評価対象外と

する。 

エ 詳細は、「情報化施工技術の活用を工事の総合評価落札方式において評価する取組につ

いて（試行）（平成 31年３月 13日付け 30農振第 3357号農林水産省農村振興局整備部設計

課長通知）」による。 

 

 ２ 工事成績評定における評価 

工事において情報化施工技術を活用した場合は、発注方式にかかわらず、工事成績評定の

創意工夫における「施工」において、情報化施工技術の活用を評価（２点加点）する。 
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第 16 用語の解説 

本ガイドラインで使用する用語を以下に解説する。 

 

※１ 基本設計データ 

設計図書に規定される工事目的物の形状、出来形管理対象項目、工事基準点情報、利用す

る座標系情報等のデータ。 

 

※２ ＴＳ 

トータルステーションの略。１台の機械で角度（鉛直角・水平角）と距離を同時に測定す

ることができる電子式測距測角儀。ＴＳには、被計測箇所にターゲットとなるプリズムを設

置して距離を測定するＴＳ（プリズム方式）と、プリズムを使用せず被計測対象の地物から

の反射波を利用して距離を測定するＴＳ（ノンプリズム方式）がある。 

 

※３ データコレクタ 

ＴＳにより計測されたデータの記録、精度管理及びＰＣへのデータ転送等を行う装置。デ

ータコレクタには、ＴＳと分離した独立型とＴＳに組み込まれた内蔵型がある。 

 

※４ ＵＡＶ 

無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle）の略。人が搭乗することなく、自動制御又は地上

からの遠隔操作により飛行できる航空機。 

 

※５ 空中写真測量 

ＵＡＶにより上空から撮影された連続する空中写真を用いて、対象範囲のステレオモデル

の作成、地上の測地座標への変換等を行い、地形や地物の３次元の座標値を取得する測量。 

 

※６ ３次元設計データ 

中心線形、法線（平面線形、縦断線形）、出来形横断面形状、工事基準点情報、利用する座

標系情報等の設計図書に規定されている工事目的物の形状とともに、それらをＴＩＮ等の面

データで出力したもの。 

 

※７ 標定点 

空中写真測量及びＴＬＳで計測した結果を３次元座標値に変換する際に用いる座標点のこ

と。基準点及び工事基準点と対応付けするために、基準点又は工事基準点からＴＳ等により

測量する。 

 

※８ 検証点（ＵＡＶ空中写真測量、ＵＡＶレーザー及びモバイル端末の場合） 

ＵＡＶ空中写真測量、ＵＡＶレーザー又はモバイル端末により取得した位置座標の計測精

度を確認するために必要となる位置座標を持つ点。ＵＡＶ空中写真測量の標定点又はＵＡＶ

レーザー測量の調整用基準点又はモバイル端末の標定点としては利用しない。 

 



1-54 
 

※９ 地上型レーザースキャナー（ＴＬＳ） 

工事用基準点に設置した１台の機械で指定した範囲にレーザーを連続的に照射し、その反

射波より対象物との相対位置（角度と距離）を面的に取得できる装置。 

 

※10 自動追尾型ＴＳ 

モータグレーダ、ブルドーザ及びバックホウに取り付けたセンサー位置を自動で追尾する

機能をもつＴＳ。 

 

※11 衛星測位システム（ＧＮＳＳ） 

ＧＰＳ（米）、ＧＬＯＮＡＳＳ（露）、ＧＡＬＩＬＥＯ（ＥＵ）、準天頂衛星みちびき（日本）

等の人工衛星を利用した測位システムの総称。ＲＴＫ－ＧＮＳＳ等の測位手法がある。 

 

※12 ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（リアルタイムキネマティック） 

 既知点に設置する基準局と、観測点の位置を求めようとする移動局で同時にＧＮＳＳ観測

を行い、基準局で観測したデータを無線等を用いて移動局に送信し、移動局のＧＮＳＳ受信機

で実時間（リアルタイム）に基線解析を行い観測点の位置（既知点からの基線ベクトル）を求

める測位手法。この方法により、各種の誤差要因が消去され、観測点の位置を高精度で決定で

きる。 

 

※13 ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳ 

現場周辺の電子基準点のデータをベースとして、移動局の近隣に仮想的に基地局を作成し、

基地局で受信するデータを模擬的に作成する。これを移動局に配信することによりＲＴＫ－

ＧＮＳＳが可能となる。基準局に関する作業が不要となるが、仮想基準点の模擬的な受信デ

ータの作成及び配信並びに通信料に関する契約が別途必要となる。 

 

※14 キャリブレーション 

現場において、取り付けた計器等の目盛りを正しく調整（校正）すること。 

 

※15 出来形帳票出力機能 

出来形帳票をＰＤＦ形式等で出力する機能。当該ソフトウェアで作成された帳票の様式が

農林水産省農村振興局制定の出来形管理資料の様式と異なっている場合であっても、その項

目の内容を満足していれば、これを認める。 

 

※16 後方交会法 

図 20 のように、出来形管理用ＴＳ等光

波方式を工事基準点上ではなく任意の未

知点に設置し、複数の工事基準点を観測

することにより出来形管理用ＴＳ等光波

方式の設置位置（器械点）の座標値を求

める方法。 
 

図 20 後方交会法 

● ●

　　Ｒ１ ＝ Ｌ１ 　　　Ｒ２ ＝ Ｌ２

ＴＳ設置位置

◯

θ 夾角

工事基準点１ 工事基準点２

  　　Ｌ１ 　　　Ｌ２
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※17 レーザースキャナー（ＬＳ） 

１台の機械で指定した範囲にレーザーを連続的に照射し、その反射波より対象物との相対

位置（角度と距離）を面的に取得する装置。 

 

※18 無人航空機搭載型レーザースキャナー 

ＵＡＶレーザー測量システムは、ＵＡＶ上のＧＮＳＳ、ＩＭＵ及びレーザースキャナーに

よって構成される。ＵＡＶを飛ばし上空からレーザー計測を行うことにより、広範囲におい

て効率的な計測が可能となる。 

 

※19 地上移動体搭載型レーザースキャナー 

ＬＳ本体から対象までの相対的な位置にＬＳ本体の位置及び姿勢を組み合わせて面的に取

得するシステムであり、詳細の機器構成は多様である。 

 

※20 施工履歴データ 

ＩＣＴ建設機械は、オペレータへの操作支援又は作業装置の自動制御を行うため、施工中

は作業装置の３次元座標をリアルタイムで取得している。この３次元座標は、取得時刻等と

ともに記録・保存され、その記録データを施工履歴データという。 

 

※21 モバイル端末 

モバイル端末は、携帯端末などの汎用の電子デバイスで容易に可搬できるものである。出

来形計測に利用するセンサーは、モバイル端末に搭載されているＬiＤＡＲ（レーザー光を照

射して、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形状を計測する技術）やカ

メラの他、モバイル端末に携帯可能なセンサーを組み合わせたものを含む。 

 

※22 ＴＩＮ 

不等三角網（Triangular Irregular Network）の略。ＴＩＮは、多くの点を３次元上の直線

でつなぎ三角形を構築するものであり、構造物を形成する表面形状の３次元座標の変化点で

構成される。地形、出来形形状等の表面形状を３次元座標の変化点標高データで補間する最

も一般的なデジタルデータ構造である。 

 

※23 出来形評価用データ（ポイントファイル） 

ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＵＡＶレーザー等の３次元計測技術を用いて計測した計測

点群データから不要な点を削除し、更に出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイント

データ。専ら出来形の評価と出来形管理資料に供する。 

 

※24 出来形評価用データ（ＴＩＮファイル） 

 ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＵＡＶレーザー等の３次元計測技術を用いて計測した計測

点群データから不要な点を削除し、ＴＩＮの面の集合体として出来形地形としての面を構築

したデータ。 
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※25 岩線計測データ（ＴＩＮファイル） 

 ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＵＡＶレーザー等の３次元計測技術を用いて計測した計測

点群データから不要な点を削除し、ＴＩＮの面の集合体として岩区分境界としての面を構築

したデータ。数量算出に利用する。 

 

※26 起工測量計測データ（ＴＩＮファイル） 

 ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ、ＵＡＶレーザー等の３次元計測技術を用いて計測した計測

点群データから不要な点を削除し、ＴＩＮの面の集合体として着工前の地形としての面を構

築したデータ。 

 

（一部出典：「i-Construction 用語集」令和３年３月 24日 国土交通省 中部地方整備局） 

（一部出典：「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」令和６年３月版 国土交通省） 
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